
 
 

平成27年１月13日 

各 位 

会 社 名 株式会社京王ズホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長 長野 成晃  

 （コード：3731 東証マザーズ） 

問い合せ先 人 事 法 務 部  法 務 広 報 課 

 （ T E L： 0 2 2 - 7 2 2 - 0 3 3 3）  

 

社内調査委員会からの調査報告書（ 終報告書）の受領に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年 12 月 19 日付「社内調査委員会への委嘱および委員の決定に関するお

知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、法律および会計の専門家によって構成さ

れる社内調査委員会を設置したうえで、外部機関からの指摘を受けている会計処理に関す

る疑義（以下「本件疑義」といいます。）の調査分析を行うとともに、本件疑義に関する事

実関係の正確な把握およびこれに基づく数値面での訂正の必要性について判断し、かつ、

再発防止策、関係者の処分および今後の経営体制等に関する提言を行うことを社内調査委

員会に委嘱し、調査および提言内容の取り纏め等を進めておりました。 

そして、当社は、本日、社内調査委員会から「調査報告書（ 終報告書）」（以下「本

終報告書」といいます。）を受領いたしましたので、その内容および当社の今後の対応等に

つきまして、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．本 終報告書の内容 

  本 終報告書の内容は、添付資料「調査報告書（ 終報告書）」をご参照ください。 

  なお、本 終報告書の公表にあたりましては、同書に記載されている個人等に対する

社会的評価や私生活へ与える影響等に鑑み、個人名等の一部は匿名とさせていただきま

す。 

 

２．当社の連結業績および個別業績に与える影響 

  平成 27 年１月９日付「社内調査委員会による中間報告書の受領および要約版の公表に

ついて」においてお知らせいたしましたとおり、社内調査委員会から当社の会計処理の

うち訂正を要する事項についての判断およびその額が示されております。 

  この内容を踏まえた上で、平成 27 年１月 15 日、過年度有価証券報告書および四半期

報告書の訂正報告書の提出ならびに訂正後の過年度決算短信等の開示とともに、この訂

正が当社の連結業績および個別業績に与える影響を適時開示にてお知らせいたします。 

 



 
 

３．社内調査委員会の調査結果を受けた当社の対応方針等 

  当社は、今回の調査結果を真摯に受け止め、再発防止のための提言に沿って諸策を策

定し、実行して参ります。具体的な再発防止策につきましては、社内で検討・決定した

のち、速やかに開示いたします。 

 今般、不適切な会計処理を未然に防止できず、株主様、投資家様及び関係者の皆様に

は、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。 

今後、当社グループの全役員および従業員が一丸となって信頼回復に努めて参る所存

でございますので、何卒、引き続きのご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

以上 

  



 
 

 

 

 

 

 

調 査 報 告 書 

（  終 報 告 書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 1 月 13 日 

 

株式会社京王ズホールディングス調査委員会 
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株式会社京王ズホールディングス 取締役会 御中 

 

平成 27 年 1 月 13 日 

 

 

当調査委員会は、株式会社京王ズホールディングス（以下「当社」という。）取締役会か

らの委託に基づき、平成 26 年 12 月 19 に設置されて以来、不適切な会計処理の実態、その

直接の原因、さらには責任の所在等について、調査及び検討を行い、併せて再発防止策も

検討してきた。本書は、これらの調査・検討の結果を踏まえて、当社における不適切な会

計処理が本来なされるべきであった会計処理の数値に及ぼす影響を示すとともに、上記原

因、責任を明らかにし、さらには再発防止策等、今後当社においてなすべきことを当社取

締役会に提言することを目的としている。 

当社において、本書の上記目的・趣旨を踏まえて、適切な対応を採られることを期待す

る。 

 

株式会社京王ズホールディングス 調査委員会 

 

調査委員長  弁護士  檜 山 公 夫 ㊞ 

（社外監査役） 

 

 

調査委員   弁護士  内 田 正 之 ㊞ 

（社外監査役） 

 

 

調査委員  公認会計士 松 山 昌 司 ㊞ 

 

 

 

調査委員  公認会計士 辻   高 史 ㊞ 

 

本調査報告書は、上記の目的に則して使用されるものとし、弁護士、公認会計士等法律

上の守秘義務を負っている者、金融庁、裁判所等の公的機関、証券取引所等の監督機関に

申立、報告、届出、提出、申請等する場合及びその他正当な理由がある場合を除き、第三

者に対して開示しないものとし、開示する場合であっても、いかなる相手に開示するかに

応じて、適宜固有名詞を伏字にするなどの配慮をするものとする。 
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第一部  調査の概要 

 

１ 調査委員会設置に至る経緯・調査目的 

株式会社東京証券取引所マザーズ市場の上場会社である当社は、主に平成 18 年 10 月

期から平成 23 年 4 月第 2四半期において、Ａ元社長に対する簿外の支出など、不正な資

金の社外流出（以下「前不正行為等」という。）が明らかになり、第三者調査委員会によ

り、前不正行為等の内容、その原因、責任や再発防止策についての指摘がなされた（平

成 23 年 11 月 14 日付第三者調査委員会調査報告書）。これらを受けて、平成 24 年 1 月 30

日開催の定時株主総会をもって、Ａ元社長ら上記前不正行為等に関与した当時の役員は

退任したが、当社は特設注意市場銘柄に指定され、新役員体制の下、経営改善に取り組

んできたはずであった。 

しかしながら、今般、Ａ元社長がまだ代表取締役にとどまっていた平成 23 年 10 月第 4

四半期、平成 24 年 1 月第 1 四半期、さらにはＡ元社長が役員を退任した平成 24 年 4 月

第 2四半期以降平成 26 年 4 月第 2四半期といった過年度においても、Ａ元社長に対する

利益供与等、不正な支出（以下「本件不正行為等」という。）があったことが発覚したこ

とから、発生した事実の正確な把握、原因・責任究明、再発防止策の提言を行うことを

目的として、平成 26 年 12 月 19 日、当社取締役会決議を経て、当社調査委員会（以下「当

委員会」という。）が設置された。 

 

２ 調査委員会の組織 

当委員会は、当社取締役会の機関決定を受けてその委託のもとに、独立して活動を行

う組織として設置されたものである。 

 

３ 調査委員会の構成 

当委員会は、以下の 4名の委員により構成された。 

委員長   檜 山 公 夫（弁護士、当社社外監査役） 

委員    内 田 正 之（弁護士、当社社外監査役） 

委員    松 山 昌 司（公認会計士） 

委員    辻   高 史（公認会計士） 

 

４ 調査期間 

平成 26 年 12 月 23 日（火）から平成 27 年 1 月 10 日（土）までである。 

 

５ 調査対象期間 

平成 23 年 10 月第 4四半期から平成 26 年 10 月第 4四半期までである。 
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６ 調査項目 

（１）費用として計上している以下①～⑧について、その会計処理の妥当性について 

① Ｂ元社長の求めに応じて、金銭を貸与するということで、Ｅ前社長及びＦ前取締

役が新規に開設した自己名義の役員報酬振込用口座（以下「役員報酬振込口座」と

いう。）の通帳等をＢ元社長に預け（Ｂ元社長はＤ元監査役にさらに渡して）、約 1

年間、両人は報酬の 1/3 程度を手にしているものの、両人が手にしていない残り 2/3

の報酬にかかる会計処理の妥当性について 

② Ａ元社長の求めに応じて、Ｂ元社長が新規に開設した自己名義の役員報酬振込口

座の通帳等をＤ元監査役に預け、約 2 年間、同人は報酬の一部を手にしているもの

の、同人が手にしていない大部分の報酬にかかる会計処理の妥当性について 

③ 平成23年10月27日にＣ元取締役及びＧ副統轄に対する福利厚生貸付を仮装して、

Ａ元社長に不正に流出した資金にかかる会計処理の妥当性について 

④ Ｅ前社長、Ｆ前取締役の役員就任前にＥ前社長、Ｆ前取締役、Ｇ副統轄に対する

賞与名目で計上されている、Ａ元社長に流出した合計約 1,000 万円にかかる会計処

理の妥当性について 

⑤ Ｄ元監査役が他者の氏名を利用して小口の経費精算しているものの精査と会計処

理の妥当性について 

⑥ Ａ元社長が使用したと推測される経費等につき、Ｂ元社長名義で小口の経費精算

しているものの精査と会計処理の妥当性について 

⑦ Ｃ元取締役につき、当社から課徴金相当額の損害賠償金を請求している訴訟にお

いてＡ元社長及びＣ元取締役の代理人弁護士に対する中間報酬支払のために必要な

額を、Ｃ元取締役の賞与に上乗せして支給したことにかかる会計処理の妥当性につ

いて 

⑧ Ｃ元取締役が上記⑦の代理人弁護士へ打合せに行く交通費を、当社取引先との商

談等のための交通費の稟議書を偽装して捻出している費用にかかる会計処理の妥当

性について 

（２）前不正行為等の発覚を受けた平成 23 年 10 月 24 日付け「債務の弁済に関する合意書」

上の当社のＡ元社長に対する貸付金に関する貸倒引当金の計上時期及びその金額に関

する疑義について 

（３）平成 26 年 4 月初旬にＢ元社長から株式会社光通信へ提案したと考えられる今後の体

制についてのメモに、Ａ元社長、Ｃ元取締役及びＤ元監査役に対して一切の請求を行

わないことという記述がある関係で、上記当社のＡ元社長ら前不正行為等に関与した

元役員らに対する前不正行為等に起因する請求債権を放棄していたのではないかとい

う疑義について 
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７ 調査方法 

当委員会は、上記の目的を果たすため、本件不正行為等に関する社内書類、証憑、銀

行預金口座等の精査を行うとともに、当委員会が必要と判断した当社役職員等（元役員・

職員を含む。）合計 10 名から延べ 14 回にわたって事情聴取を行った（Ｂ元社長 3回、Ｅ

前社長 1 回、Ｇ副統轄 3 回、Ｆ前取締役 1 回、Ｃ元取締役 1 回、Ｈ氏 1 回、Ｉ氏 1 回、

Ｊ氏 1回、Ｋ氏 1回、Ｌ氏 1回）。また、当社の会計監査を担当している監査法人Ｍから

も適宜事情を聴取した。ちなみに、Ａ元社長及びＤ元監査役については、当委員会から

事情聴取したい旨の申出をしたものの、調査期間内における同人らからの協力は得られ

なかった。 

また、調査にあたっては、当社常勤監査役の新里慎治の補助を随時受けた。 

なお、もとより当委員会には強制的な調査権限はなく、さらには平成 27 年 1 月 15 日

提出の第 22 期の平成 26 年 10 月第 4四半期報告書に対し、当委員会の調査結果を踏まえ

た過年度決算の訂正を施し、反映させ、監査法人Ｍの監査を受ける必要があるとの切迫

した、しかも年末年始の、きわめて限定的な時間のなかで調査を実施したものであるた

め、調査の内容については一定の限界があることを申し添える。 

 

 

第二部 当委員会が認定した本件不正行為等に関する事実経過と当委員会の判断 

 

１ 当社グループ＝京王ズグループの概要、役員の異動、経営権を巡る動きなど 

（１）当社と連結会社等 

当社は昭和 62 年 6 月に設立された株式会社であり、平成 16 年 1 月に東証マザーズ

市場に上場した。資本金は 11 億 9,908 万円で、現時点においては、第 1に移動体通信

事業を営む株式会社京王ズコミュニケーション（以下「京王ズコミュニケーション」

という。資本金 2億 9,999 万 7,500 円で当社の持株比率 100%）、第 2にテレマーケティ

ング事業を営む①株式会社ノーブルコミュニケーション（以下「ＮＣ」という。資本

金 9,000 万円で当社の持株比率 60%）、②株式会社ＩＪＴ（以下「ＩＪＴ」という。資

本金 6,000 万円で、当社の持株比率 100%であったが、平成 26 年 10 月 31 日にＮＣへ全

株式を譲渡し、現在はＮＣの 100％子会社となっている。）、③株式会社ハーツライフサ

ポート（以下「ハーツライフサポート」という。資本金 1,000 万円で当社の持株比率

100%であったが、平成 26 年 10 月 31 日にＮＣへ全株式を譲渡し、現在はＮＣの 100％

子会社となっている。）、第 3 に医療介護事業を営む株式会社京王ズライフクオリティ

（以下「ライフクオリティ」という。資本金 1,000 万円で当社の持株比率 100%）の、

いわゆる持株会社である。なお、平成 22 年 10 月 31 日付で、かつて子会社であった株

式会社遠雷を吸収合併して以降は、小規模ながら不動産事業を行う事業持株会社とな

っている。 
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他に、株式会社京王ズＳｅｅｄ（以下「Ｓｅｅｄ」という。資本金 1,000 万円。モ

バイル・ＰＣ向けソーシャルアプリ事業を営んでいた。）と株式会社京王ズＦＯＲＣＩ

ＴＥ（以下「ＦＯＲＣＩＴＥ」という。資本金 1,000 万円。通信回線サービス契約受

付事業を営んでいた。）が当社の持株比率 100%子会社として存在するが、平成 23 年 3

月 11 日の東日本大震災を契機として活動を休止しており、現在、活動の実態はない。 

これらの連結子会社に加えて、当社と当初は資本関係がなかったものの、当社が平

成 22 年 10 月期から実質支配しているため連結子会社としていた株式会社レジャー・

ワン（以下「レジャー・ワン」という。資本金 100 万円）があり、平成 26 年 1 月、レ

ジャー・ワンの 100%親会社だったＮ社から株式を全部取得して、名実ともに当社の連

結子会社となった。 

以上、持株会社である当社と、京王ズコミュニケーション、ＮＣ、ＩＪＴ、ハーツ

ライフサポート、ライフクオリティ、Ｓｅｅｄ、ＦＯＲＣＩＴＥ、そしてレジャー・

ワンから京王ズグループは成っている。 

（２）Ａ元社長の支配会社 

次に当委員会の調査に関連する範囲で、Ａ元社長が株式を保有して支配する会社に

ついて言及する。 

① Ｎ社 

資本金 1,000 万円でＡ元社長の持株比率が 100%の株式会社である。Ａ元社長の個

人資産を管理する目的で設立されたという。なお、Ｎ社は、前記レジャー・ワンの株

式を 100%保有していたが、平成 26 年 1 月、レジャー・ワンの株式は、その全部が当

社に移転した。 

② Ｏ社 

資本金1,000万円でＡ元社長の持株比率が100%の株式会社である。平成23年4月、

当社のＡ元社長に対する1億1,000万円の簿外貸付を解消する目的で設立されたとい

う。 

③ Ｐ社 

Ａ元社長が持分比率 90%強を保有する有限会社であり、平成 17 年 7 月、岩手県に

おける農場の経営等を目的として設立されたという。 

（３）平成 23 年 10 月以降の当社の役員の異動や経営権を巡る動きについて 

ア 平成 23 年 10 月当時は、第三者調査委員会により前不正行為等について調査の大

詰めを迎えていた時期であるが、その調査結果を経て、平成 24 年 1 月 30 日開催の

定時株主総会の終結の時をもって、それまで役員に就任していたＡ元社長、Ｃ元取

締役、Ｄ元監査役らが退任し、Ｂ元社長らが取締役に選任され就任し、Ｂ元社長は

上記定時株主総会直後に開催された取締役会で代表取締役に選定され就任した。ま

た、社外取締役や社外監査役も新たに選任され就任した。 

イ 平成 25 年 1 月 12 日開催の定時株主総会では、Ｂ元社長が取締役として再任され
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るとともに（直後の取締役会で代表取締役社長に再任）、Ｅ前社長やＦ前取締役が取

締役に選任され就任した。 

ウ 平成 26 年 1 月 24 日開催の定時株主総会でも前年度同様、Ｂ元社長、Ｅ前社長、

Ｆ前取締役らが取締役として選任され就任した（直後の取締役会でＢ元社長は代表

取締役社長に再任）。 

エ 経営権を巡る動きについて 

ａ Ａ元社長ら前不正行為等に重大な責任のあった役員らは、既に述べたように、

平成 24 年 1 月 30 日開催の定時株主総会以降は当社役員ではなくなっていたが、

Ａ元社長はそれ以後も当社本社に出社し続け、同年 8 月までは在職時の役員報酬

額と同額の金員を受け取っていた（なお、後にその一部を貸付金として返還する

契約を締結しているが、その返済額は月額 5 万円であり、今なお残高がある。）。

また、同様に役員を退任したＤ元監査役も雇用関係があいまいなまま当社の総務

等の業務に従事し続け、Ｃ元取締役も当社の子会社に所属して出社し続けていた。 

当時の監査役会は繰り返し、上記前不正行為等について重大な責任のあるＡ元

社長らを当社から排除するよう求めていたが、Ｂ元社長は、引継等の必要がある

などとして、監査役の指摘事項に沿った是正措置を先送りにしていた。 

ｂ 平成 25 年 1 月 12 日の定時株主総会から新たに社内取締役となったＥ前社長及

びＦ前取締役は、役員就任当初は前不正行為等の詳細は知らず、第三者調査委員

会の調査報告書も読んでいなかったが、役員として従事していくなかで、上場維

持のためには、Ａ元社長の実質支配を脱して、いわゆるホワイトナイトに株式を

保有してもらうしかないと考えるようになり、それをＢ元社長にも伝え、Ｂ元社

長も、それに同調するようになった。 

具体的には、Ｅ前社長は、上場維持に向けたコンサルタント会社との契約締結

に向けて交渉を行い、Ｆ前取締役とともに、Ｂ元社長を通じて、Ａ元社長の出社

をやめるよう働きかけ（ 終的にＡ元社長は同年 12 月を 後として出社しないよ

うになった）、当社株式の第三者割当候補として、Ｑ社と水面下で交渉した。 

ｃ 上記水面下の交渉の結果、平成 26 年 2 月 28 日、Ｑ社への当社株式の第三者割

当により当社がＱ社の子会社になる予定であることが発表されると、大株主であ

る光通信並びにＡ元社長及びＮ社が、それぞれ上記第三者割当にかかる株式の発

行の差止を求める仮処分を申請した。また、Ｑ社は同年 3月 10 日、上記第三者割

当株式の払込を期限には行わない旨、公表した。 

ｄ 上記差止仮処分申請事件の審尋手続が進行する傍ら、Ａ元社長及びその支配会

社であるＮ社が保有する当社の株式を光通信に売却する交渉が、Ａ元社長と光通

信との間で行われ、その交渉は、上記仮処分申請が却下された平成 26 年 3 月 26

日と同日に成立した。同日、光通信は上記却下決定に即時抗告するとともに、Ａ

元社長及びＮ社が保有する当社株式について譲り受けることの合意が成立したと
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して、当社株式のＴＯＢを行うことを公表した。 

ｅ こうした状況、とりわけＡ元社長及びＮ社保有の当社株式について既に光通信

に売却されることが合意されている状況では、Ｂ元社長ら当時の当社の経営陣は、

光通信のＴＯＢによる当社の子会社化は避けられないと判断して、Ｑ社への当社

株式の第三者割当を断念し、以後、当社はＢ元社長のもと、光通信が当社の親会

社になることを前提にした業務運営の協議に入った。なお、上記差止仮処分申請

事件は同月 28 日に和解により終了した。 

ｆ その後、光通信のＴＯＢは実施され、当社は光通信の子会社となった。これに

伴い、平成 26 年 7 月 29 日開催の当社臨時株主総会において、Ｂ元社長及び当時

の社外取締役が退任し、新たに光通信が指名する取締役が選任された。また、新

たな代表取締役にはＥ前社長が就任した。 

ｇ 平成 26 年 12 月 12 日、本件不正行為等の発覚を受けて、Ｅ前社長及びＦ前取締

役は退任し、光通信の指名で取締役に就任していたＨ氏が代表取締役社長に就任

した。 

（４）大株主の持株比率の変動について 

ア 本件調査対象期間の初期にあたる平成 23 年 10 月末日当時の当社株式の大株主の

持株比率を多い順から掲げると次のとおりである。 

 

Ａ元社長      15.15% 

光通信       14.93% 

Ｎ社（Ａ元社長の支配会社）      14.25% 

株主Ｒ       01.78% 

株主Ｓ          01.51% 

株主Ｔ          01.23% 

 

イ 光通信は、平成 25 年 10 月末日以降、徐々に当社株式の取得を進め、ＴＯＢ直前

には、同社の持株比率は 22.96%となっていた。 

ウ 平成 26 年 5 月のＴＯＢ実施後においては、光通信の当社株式の持株比率は、79.80%

となり、他方、上記ＴＯＢに応じたＡ元社長やＮ社は当社の株主ではなくなった。 

 

２ 本件不正行為等に共通する背景事実  

（１）前不正行為等により、Ａ元社長、Ｄ元監査役及びＣ元取締役は平成 24 年 1 月 30 日

に開催された定時株主総会の終結の時をもって役員を退任し、当社におけるＡ元社長

の地位は特定大株主であることのみとなったが、Ａ元社長は 終的に平成 25 年 12 月

までは当社本社に出社しており、その間のある時期までは当社の銀行印や法人カード

の管理に関与し続け、平成 24 年 8 月までは従前の役員報酬と同額の月額 250 万円の給
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与の支給を受けており、新体制下のＢ元社長を含む一部取締役や職員からは「会長」

と呼ばれ、当社の経営に関して、Ｂ元社長ら役職員の一部に有形無形の影響力を行使

していた。 

また、Ｄ元監査役も役員退任後、平成 26 年 8 月下旬まで当社本社に出勤し続け、総

務・経理等の事務に携わっており、Ｃ元取締役も役員退任後、平成 26 年 6 月 13 日ま

で、当社連結子会社であるＩＪＴなどの従業員として、当社本社社屋及びコールセン

ターに出勤していた。こうした前不正行為等に関与した旧役員の出社・関与、旧役員

への給与支払等については、とりわけ監査役会からは是正を強く求める意見書が繰り

返し取締役会へ提出されるなどしていたが、上記のとおり、なかなか是正が進まなか

った。 

（２）また、Ａ元社長は、前不正行為等により、前記平成 23 年 10 月 24 日付け「債務の弁

済に関する合意書」上、当社及び当社グループ会社に対して、同人個人としては約 4

億 9,000 万円の債務を、また当社に対して、同人の個人会社の連帯保証人としては約 1

億 5,000 万円の保証債務をそれぞれ負担し、同人には、当時保有していた当社の株式

が既に第三者へ担保に供されており他にめぼしい資産がないと判断されたことから、

同人が 100％株主であるＮ社が保有する当社の株式に登録質を設定し担保提供するこ

とになっていたが（後に上記担保提供されることになっていた株式が平成 24 年 11 月

以降、証券会社に担保提供されていたり、その一部が平成 25 年 8 月以降に売却されて

いることがわかった。）、この担保設定手続がなされない状況が続いていたほか、キャ

ッシュフローベースでも、関係者からの聴取結果及び社内に残されていた書類等から

は、同人自身の資金繰りによる必要額は次に述べるように、固定的な支出だけで、年

間約 6,000 万円に上っていた。 

① Ｕ社に対し、3月及び 9月（いわゆる特殊月）を除いた月に元利金で毎月約 100 万

円、3月及び 9月には約 1,000 万円 

② Ｖ社に対し、毎月元利金で約 160 万円 

③ 当社に対し、「債務の弁済に関する合意書」に基づく支払いとして月額 30 万円（た

だし、役員退任後平成 24 年 8 月までに支給を受けた給与のうち、支給が相当でない

とされた金 356 万 1,831 円が貸付債務として加わり、この返済が平成 24 年 10 月か

ら毎月 5万円加わったので、当社に対する支払額は合計毎月 35 万円となった。なお、

この追加貸付債務については、さらに平成 24 年 8 月から平成 25 年 1 月までの間に

同人に関連して当社が支出した費用である金 111 万 4,964 円についても、後にその

残高に加算されている。） 

④ 生活費として毎月 130 万円（この数字は、Ｄ元監査役を通じてＢ元社長やＧ副統

轄ら上記①～③の資金需要を知っていたメンバーで共有されていた額である。） 

他にも、Ａ元社長は、前不正行為等に起因して当社に課徴金が課されたことを理由

に当社から課徴金相当額の請求訴訟事件を提起されたことの対応や、当社がＮ社に
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対して行った振替株式の処分禁止の仮処分への対応、さらに自ら提起したＱ社への

当社株式の第三者割当差止の仮処分事件対応や光通信に対する株式の売却への対応

など、いずれも代理人弁護士を選任しており、これらの対応に要した弁護士費用等、

上記①～④の固定支出以外にも、相応の資金需要のあったことが認められる。 

（３）上記のとおり、Ａ元社長は役員退任後も新体制下のＢ元社長ら取締役等に対して有

形無形の影響力を行使し続けており、そうした状況下で、上記（２）に記載したＡ元

社長の資金需要等（以下「Ａ元社長の資金需要等」という。）に応ずるために、当社に

おいて、次の「３ 本件不正行為等に関する事実各論」で述べるような、Ａ元社長へ

の利益供与等、本件不正行為等による不正支出がなされたものと判断される。 

 

３ 本件不正行為等に関する事実各論 

（１）費用として計上されているものについて、その会計処理の妥当性について 

① Ｂ元社長の求めに応じて、金銭を貸与するということで、Ｅ前社長及びＦ前取締

役が新規に開設した役員報酬振込口座の通帳等をＢ元社長に預け（Ｂ元社長はＤ元

監査役にさらに渡して）、約 1 年間、両人は報酬の 1/3 程度を手にしているものの、

両人が手にしていない残り 2/3 の報酬にかかる会計処理の妥当性について 

ア 当委員会の判断 

Ｅ前社長及びＦ前取締役に各役員報酬名下で支払われた、下記の額については、

それぞれ当時当社の特定大株主のみの地位にしかなかったＡ元社長に対する、会

社法第 120 条、第 970 条に規定する利益供与に該当するものと判断する。 

 

記 

   Ｅ前社長  Ｆ前取締役 

平成 25 年 04 月期四半期 236 万 0,098 円 233 万 4,916 円 

平成 25 年 07 月期四半期 343 万 1,605 円 342 万 9,628 円 

平成 25 年 10 月期四半期 337 万 7,435 円 339 万 2,627 円 

平成 26 年 01 月期四半期 335 万 7,211 円 333 万 4,209 円 

平成 26 年 04 月期四半期 225 万 8,352 円 226 万 0,886 円 

計 1,478 万 4,701 円 1,475 万 2,266 円 

 

したがって、平成 25 年 3 月から平成 26 年 3 月まで支給された両人の役員報酬

のうち当該金額については「役員報酬」等として処理されているものを「特定株

主に対する利益供与金」に組替処理をする必要があるものと判断される。 

イ 判断に至る認定事実経過等 

ａ ともに当社グループの従業員だったＥ前社長及びＦ前取締役は、平成 24 年 12

月初旬頃に、Ｂ元社長から平成 25 年 1 月 12 日開催の定時株主総会で選任され
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る取締役に就任することの打診を受けた際、役員報酬は年 3,000 万円であるが、

当面両人に支給するのは各 1,000 万円でそれを超える分はＢ元社長に預けるこ

と、そのためにこれまでの両人の給与振込口座とは別個の役員報酬振込専用口

座を新たに作成して、通帳、取引印鑑、キャッシュカードをＢ元社長に預ける

こと、預かる理由は明らかにできないが、Ｂ元社長が責任をもつこと、借用証

書を書いてもよいこと等について、Ｂ元社長から話があってこれを両人におい

て了解したとの点において、当事者三人からの聴取結果は一致する。なお、両

人によれば、このＢ元社長による申し出を了解したのは、Ｂ元社長において、

Ａ元社長の支配を排除するための何かしらの施策のために用いる原資としてプ

ールしておく趣旨であると推測したことによるという。 

ｂ 平成 24 年 12 月 12 日、Ｅ前社長はＷ社に、Ｆ前取締役はＸ社に、それぞれ上

記了解に基づいた口座を開設し、各々取締役就任前に通帳、取引印鑑を、後に

は届いたキャッシュカードをＢ元社長に渡した。Ｂ元社長は、上記渡された両

人名義の通帳等に入金になる役員報酬のうち、両人に渡される分を除いた額に

ついては、Ｄ元監査役の入出金管理を通じて、前記Ａ元社長の資金需要等にあ

てられることを認識しつつ、上記通帳等をＤ元監査役に渡した。 

ｃ その後、両人の取締役就任後の役員報酬は、平成 26 年 3 月 20 日送金分に至

るまで、当社から上記Ｄ元監査役が入出金管理をする口座に送金され、そこか

ら両人の従前の給与振込口座に送金された分を除いては、Ｄ元監査役の入出金

管理によってＡ元社長の資金需要等にあてられた。 

このＡ元社長の資金需要等にあてられたとの点は、Ｄ元監査役が入出金を管

理していた両人名義の口座からの出金の事実が取引明細表から確認できるもの

の、具体的にどういった資金使途にあてたのかといった点については、Ａ元社

長及びＤ元監査役が当委員会の事情聴取等の調査に協力しないこともあって、

必ずしも個別具体的に明らかになっているわけではない。しかし、ⅰ）当該行

為の行われていた時期にＡ元社長及びＤ元監査役と直接接触のあったＢ元社長

らからの聴取結果、ⅱ）Ａ元社長の資金需要等が事実存したこと、ⅲ）前不正

行為等においてもＤ元監査役が当社から不正に流出した資金の管理に携わって

おり、本件不正行為等によって当社から流出した資金についても、前不正行為

等による社外流出金と同じく、Ａ元社長の資金需要等にあてるために入出金の

管理を行う以外に、Ｄ元監査役が入出金の管理を行う理由を見い出し難いこと、

等からは、Ａ元社長の資金需要等にあてられたとの認定は合理性を失わない。 

また、このＤ元監査役が出金に深く関与し、同人の管理下に置かれた預金・

現金がＡ元社長の資金需要等にあてるために出金されたものであり、Ｄ元監査

役の管理下でなくなった分については、当社ないし当社グループに戻された分

を除いては、Ａ元社長の資金需要等にあてられたと認定できることは、以下に
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述べる他の不正行為等にあっても、基本的に同じである。 

ｄ また、上記ａからは、Ａ元社長の資金需要等にあてられた分について、Ｅ前

社長・Ｆ前取締役とＢ元社長との間に、金銭消費貸借契約が成立する可能性は

あるものの（本件不正行為が発覚した後の平成 26 年 12 月 4 日になってＢ元社

長とＥ前社長・Ｆ前取締役との間で、金銭消費貸借契約書が作成されている。）、

さらには、両人の役員報酬決定については取締役会で承認決議がなされている

ものの、以下に指摘する事実からは、上記金銭消費貸借契約成立の可能性や取

締役会の役員報酬承認決議の存在をもって、Ａ元社長に対する利益供与該当性

を否定することはできない。 

ⅰ 両人の役員報酬を取締役会において決定するよりも前の時点から、当時、

当社の代表機関であるＢ元社長自身が、両人の役員報酬の 2/3 にも相当する

部分が実態としては両人を経由しないままに、Ａ元社長の資金需要等にあて

られることを認識しており、事実そうした結果が生じていること。 

ⅱ 上記Ｂ元社長の認識にかかる、両人の役員報酬の 2/3 にも相当する部分が

両人を経由せずにＡ元社長の資金需要等にあてられるという事実は、とりわ

け前不正行為等の 大の責任者がＡ元社長であり、前不正行為等により特設

注意市場銘柄に指定されている当社にとっては、両人の役員報酬を決定する

上で決定的に重要な事実であるところ、取締役会においてはこの重要な事実

が全く開示されない状況下で、両人の役員報酬が決議されていること。 

ⅲ 両人の月額 250 万円という役員報酬額は、当社のいわゆるオーナー社長だ

ったＡ元社長と同額であり、その直前の基本給与がＥ前社長約 56 万円、Ｆ前

取締役 52 万円であったこと、他の従前の社内取締役の役員報酬と比べても格

段に多いことなどを考慮すると、当社グループに存していた上場廃止等によ

るリスクを加味したとしても、なお高額であることに加え、当該事項が行わ

れていた当社の平成 25 年 10 月期有価証券報告書の単体損益計算書では売上

高が平成 24 年 10 月期の 847 百万円から 647 百万円に大幅に減少しているに

も関わらず、役員報酬は 71 百万円から 144 百万円に大幅に増加し、その結果

営業利益は平成 24 年 10 月期の 518 百万円から 270 百万円に大幅に減少して

おり、いわゆるオーナーが役員を退いたにもかかわらずそのような費目の増

加がみられることは一般的にも異常なことであると考えられること。 

ⅳ 両人は、従前の給与振込口座に現実に送金される役員報酬分を除く両人名

義の役員報酬振込口座からの出金については、いつ、いくらが、何の資金使

途のために出金されているのかすら、本件不正行為等が発覚して取引明細表

を取り寄せるまでは知らなかったこと。 

ｅ 以上の事実等を総合的に考察すると、両人に対する役員報酬として両人名義

の役員報酬振込口座に当社より送金された額のうち、そこからさらに両人の従
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前から存した給与振込口座に送金された分を除いた分については、そもそも役

員報酬としての性質・実態を有するものでは無く、Ｂ元社長によって両人を利

用してなされた、当該行為時に当社の特定大株主であったＡ元社長に対する利

益供与と考えることが妥当である。 

② Ａ元社長の求めに応じて、Ｂ元社長が新規に開設した自己名義の役員報酬振込口

座の通帳等をＤ元監査役に預け、約 2 年間、同人は報酬の一部を手にしているもの

の、同人が手にしていない大部分の報酬にかかる会計処理の妥当性について 

ア 当委員会の判断 

Ｂ元社長に役員報酬名下で支払われた、下記の額については、当時当社の特定

大株主のみの地位にしかなかったＡ元社長に対する、会社法第 120 条、第 970 条

に規定する利益供与に該当するものと判断する。 

 

記 

平成 24 年 04 月期四半期 764 万 0,864 円

平成 24 年 07 月期四半期 745 万 6,071 円

平成 24 年 10 月期四半期 764 万 9,169 円

平成 25 年 01 月期四半期 754 万 6,082 円

平成 25 年 04 月期四半期 2,083 万 9,635 円

平成 25 年 07 月期四半期 663 万 8,435 円

平成 25 年 10 月期四半期 898 万 5,686 円

平成 26 年 01 月期四半期 628 万 4,388 円

平成 26 年 04 月期四半期 974 万 2,720 円

計 8,278 万 3,050 円

 

したがって、平成 24 年 3 月から平成 26 年 3 月まで支給されたＢ元社長の役員

報酬のうち当該金額については「役員報酬」等として処理されているものを「特

定株主に対する利益供与金」に組替処理をする必要があるものと判断される。 

イ 判断に至る認定事実経過等 

ａ Ｂ元社長の当委員会に対する説明によれば、ⅰ）平成 24 年 1 月 30 日開催の

定時株主総会及び同総会後の代表取締役選定等の取締役会に先立って、Ｄ元監

査役を通じて、当社の代表取締役社長の就任要請があり、Ａ元社長と何度か会

ったが、当初は就任要請を断り、3回目ぐらいのときに要請を受けてもよいこと

を伝えたこと、ⅱ）役員報酬年額 6,000 万円という話は自分からＡ元社長にし

たこと、年額 6,000 万円というのはＡ元社長の役員報酬額の倍額であり、ふっ

かけるという気持ちもあり、他方そんな高額の役員報酬額を求めるなら就任要

請を撤回するかもしれずそれならそれでよいという気持ちもあり、また自分が
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応援したい事業者があったことなどから言った数字だったが、本当に自分自身

が年 6,000 万円の役員報酬をもらいたいと思ったわけではなかったこと、ⅲ）

これに対して、Ａ元社長は即座にはこの役員報酬額を了承しなかったものの、

後に、年額 6,000 万円の役員報酬を了承するが、Ｕ社に対する借金のことなど

があり、相当分は自分に貸して欲しいと言われ、Ｂ元社長は了承したこと、ⅳ）

Ｂ元社長は千葉県の自宅にいる妻へ月 50、60 万円程度を送金してもらえばよく、

自分自身は仙台での生活や社長としての交際の原資として現金で月 20 万円あれ

ばよいと言ったこと、ⅴ）その後Ｄ元監査役を通じて、自分名義の役員報酬振

込口座を開設して、その通帳、取引印鑑、キャッシュカードを渡すように言わ

れてこれを了解し、そのとおり実施したこと、などである。 

ｂ 実際に、Ｂ元社長の役員報酬が支払われる前の平成 24 年 2 月 3日、同人はＹ

社で同人名義の口座を開設し、この口座の通帳、取引印鑑及びキャッシュカー

ドをＤ元監査役に渡し、以後は、Ｄ元監査役がこの口座の入出金の管理を行っ

ていた。 

この口座に当社からＢ元社長の役員報酬等が平成 26 年 4 月 18 日支払分まで

送金され、上記ａのⅳ）のやりとりに沿うように、概ね、役員報酬送金直後に、

毎月 50 万円台が同人の指定した同人名義の郵便貯金口座に送金され、現金で毎

月 20 万円（平成 24 年 6 月は 40 万円）が出金されて同人にＤ元監査役から現金

で手渡されていた。 

ｃ 上記Ｂ元社長名義の郵便貯金通帳に送金された分、あるいは出金されて現金

で同人にＤ元監査役から手渡された現金分とを除いては、Ｄ元監査役の入出金

管理によってＡ元社長の資金需要等にあてられたものと認められる。 

このＡ元社長の資金需要等にあてられたとの点の判断理由は、Ｅ前社長及び

Ｆ前取締役への役員報酬として払われた分の相当部分がＡ元社長に対する利益

供与と判断できるとの箇所（前記①のイのｃ）で述べたのと同じである。 

ｄ また、上記②のイのａのⅲ）から、Ａ元社長の資金需要等にあてられた分に

ついて、Ｂ元社長としてはＡ元社長に対する貸付金としての認識を有していた

ことが窺われるものの、さらには、Ｂ元社長の役員報酬については取締役会で

承認決議がなされているものの、以下に指摘する事実からは、金銭消費貸借契

約成立の可能性や役員報酬承認取締役会決議の存在をもって、Ａ元社長に対す

る利益供与該当性を否定することはできない。 

ⅰ Ｂ元社長の役員報酬を取締役会において決定するよりも前の時点から、当

時、当社の代表機関であるＢ元社長自身が、前記役員報酬振込口座に現実に

毎月送金される役員報酬（当初は 330～310 万円台、住民税が高くなる翌年以

降は 270～240 万円台）のうち、70～80 万円台を除いた部分（現実に送金され

る額の約 2/3）が実態としては同人を経由しないままに、Ａ元社長の資金需要
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等にあてられることを認識しており、事実そうした結果が生じていること。 

ⅱ 上記Ｂ元社長の認識にかかる、自身が現実に入手する役員報酬の倍程度の

額の役員報酬が実態としては自身を経由せずにＡ元社長の資金需要等にあて

られるものとしてＤ元監査役の管理下にあるとの事実は、とりわけ前不正行

為等の 大の責任者がＡ元社長であり、前不正行為等により特設注意市場銘

柄に指定されている当社にとっては、Ｂ元社長の役員報酬を決議に付す上で

決定的に重要な事実であるところ、取締役会においてはこの重要な事実が全

く開示されない状況下で（Ｂ元社長は、取締役会においては、前不正行為等

があった当社においてこの時期に代表取締役に就任するというのは火中の栗

を拾うようなものであり、そうしたことから 6,000 万円の報酬は高すぎるも

のではないとの説明をしている。）、同人の役員報酬が決議されていること（ち

なみに、同人の役員報酬について取締役会の承認決議がなされたのは、既に

初の役員報酬が支払われた後の平成24年 4月 9日のことであり、年額6,000

万円、月額 500 万円の役員報酬支払の既成事実が先行していた。）。 

ⅲ Ｂ元社長の月額 500 万円という役員報酬額は、当社のいわゆるオーナー社

長だったＡ元社長の月額 250 万円の役員報酬（これは同規模の企業と比べて

も特に少ない数字ではない。）の実に倍額であり、同規模の企業の代表取締役

の一般的な報酬と比べても格段に多く、不自然であることに加え、当該事項

が行われていた当社の平成 25 年 10 月期有価証券報告書の単体損益計算書で

は売上高が平成 24 年 10 月期の 847 百万円から 647 百万円に大幅に減少して

おり、営業利益も大幅に減少することも想定された時期であり、いわゆるオ

ーナーが役員を退いたにもかかわらず、その後任として就任する代表取締役

がその倍額の役員報酬を受けることは一般的にも異常なことであると考えら

れること。 

ⅳ Ｂ元社長は、自分に現実に送金ないし手渡される役員報酬分を除く同人名

義の役員報酬振込口座からの出金については、いつ、いくらが、何の資金使

途のために出金されているのか、本件不正行為等が発覚して取引明細表を取

り寄せるまでは具体的には何も知らず、また知ろうともしなかったこと。 

ⅴ Ｂ元社長自身から聴取した、前記②のイのａのⅱ）ないしⅴ）のやりとり

からは、Ｂ元社長自身、自己の役員報酬が名実ともに年額 6,000 万円である

と考えていたのか疑わしく、Ａ元社長の資金需要等の詳細を知っても、自己、

Ｅ前社長及びＦ前取締役の役員報酬からＡ元社長の資金需要等にあてられた

分の回収のために、Ａ元社長と交渉するなどの活動をした形跡がないこと。 

ｅ 以上の事実等を総合的に考察すると、Ｂ元社長に対する役員報酬として同人

名義の役員報酬振込口座に当社より送金された額のうち、そこからさらに同人

が指定した郵便貯金口座に送金された分及び同人がＤ元監査役から現金で手渡
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しされた分とを除いた分については、そもそも役員報酬としての性質・実態を

有するものでは無く、当該行為時に当社の特定大株主であったＡ元社長に対す

る利益供与と考えることが妥当である。 

③ 平成23年10月27日にＣ元取締役及びＧ副統轄に対する福利厚生貸付を仮装して、

Ａ元社長に不正に流出した資金にかかる会計処理の妥当性について 

ア 当委員会の判断 

平成 23 年 10 月 27 日にＣ元取締役及びＧ副統轄に従業員（Ｃ元取締役との関係

では役員）に対する厚生貸付名下に支出した各 500 万円、計 1,000 万円は、厚生

貸付の実態が無く、その時点でＡ元社長の資金需要等のために既に不正に流出し

ていた 1,100 万円について、同月末日に迫った第 19 期決算末日までに当社に入金

して、いわば穴埋めするための資金を捻出するために厚生貸付を仮装してなされ

た不正流出金であって、この 1,000 万円の仮装貸付による不正行為は、当時代表

取締役だったＡ元社長が自己等の利益を図って当社に損害を与えたものであり、

同人の業務上横領ないし特別背任行為に該当すると判断する。 

したがって、平成 23 年 10 月期の会計処理としては、「役員による不正関連損失」

とすべきである。なお、その後、仮装した厚生貸付により締結された金銭消費貸

借契約の返済時期の到来に伴い、平成 24 年 10 月以降、Ｇ副統轄への仮装貸付に

ついては現在に至るまで、Ｃ元取締役への仮装貸付については平成 26 年 7 月まで、

仮装貸付の約定にしたがった弁済入金がなされているが、それらの入金について

は、それぞれ入金時期に損害金の弁償がなされたと判断されるものであり、入金

時期毎に弁済金中元金相当部分は「雑収入」として扱うべきである。各四半期毎

の弁償金の額は下記のとおりである。 

 

記 

  Ｃ元取締役弁済分 Ｇ副統轄弁済分 

平成 24 年 10 月第 4四半期 
元金 8 万 4,000 円  8 万 4,000 円  

利息 6 万 8,849 円  6 万 8,849 円  

平成 25 年 01 月第 1四半期 
元金 25 万 2,000 円  25 万 2,000 円  

利息 1 万 6,874 円  1 万 6,874 円  

平成 25 年 04 月第 2四半期 
元金 25 万 2,000 円  25 万 2,000 円  

利息 1 万 5,991 円  1 万 5,991 円  

平成 25 年 07 月第 3四半期 
元金 25 万 2,000 円  25 万 2,000 円  

利息 1 万 5,112 円  1 万 5,112 円  

平成 25 年 10 月第 4四半期 
元金 25 万 2,000 円  25 万 2,000 円  

利息 1 万 4,238 円  1 万 4,238 円  

平成 26 年 01 月第 1四半期 元金 25 万 2,000 円  25 万 2,000 円  
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利息 1 万 3,793 円  1 万 3,793 円  

平成 26 年 04 月第 2四半期 
元金 25 万 2,000 円  25 万 2,000 円  

利息 1 万 2,059 円  1 万 2,059 円  

平成 26 年 07 月第 3四半期 
元金 25 万 2,000 円  25 万 2,000 円  

利息 1 万 1,600 円  1 万 1,600 円  

平成 26 年 10 月第 4四半期 
元金 ― 25 万 2,000 円  

利息 ― 1 万 1,067 円  

計 
元金 184 万 8,000 円  210 万 0,000 円  

利息 16 万 8,516 円  17 万 9,583 円  

 

イ 判断に至る認定事実経過等 

ａ 前不正行為等に関する第三者調査委員会の調査が大詰めを迎えていた平成 23

年 10 月中旬頃、当時まだ代表取締役社長の地位にあったＡ元社長、Ｄ元監査役、

Ｃ元取締役らは、同月末の決算末日までに穴埋めしなければならない 1,100 万

円の捻出方法について協議した結果、上記仮装の従業員への厚生貸付により

1,100 万円のうちの 1,000 万円を不正流出することとし、仮装の貸付相手は、当

時、上記穴埋めが必要な資金繰り事情を知っていたＣ元取締役及びＧ副統轄と

した。ちなみに、当時、第三者調査委員会にてＡ元社長又はその支配会社への

過去の不正資金流出についての実態が明らかにされていたため、仮払金等の処

理をすることが出来なかったものと思われる。 

ｂ 当社の社内規程では、社長の承認決裁により、取締役会の決議を経なくとも

500 万円までは従業員に対する厚生貸付ができることになっており、この規程に

基づいて、Ａ元社長が必要な承認決裁を行って（なお、Ｃ元取締役との関係で

は、同人が決議に参加しない形での取締役会決議をなした議事録が存在するが、

当時の社外役員の押印が一切見られないことなどから、実際に開催することな

く議事録のみを作成したものと強く推認される。）、同月 27 日に各 500 万円、計

1,000 万円が出金された。具体的には、当社のＺ社の口座から引き出された 1,000

万円は、同日、内 500 万円についてはＡＡ社のＣ元取締役名義の口座へ、残る

500 万円についてはＡＢ社のＧ副統轄名義の口座へ送金され、それぞれすぐに両

口座名義人が現金で払戻し、Ａ元社長ないしＤ元監査役に渡された。 

ｃ 上記捻出された 1,000 万円＋100 万円（この 100 万円は、前不正行為等によっ

て流出していた金員の残りと思われる。）の 1,100 万円が翌日 28 日当社グルー

プのレジャー・ワンのＡＣ社口座に入金となり、その 3日後の同月 31 日に 1,100

万円が同口座から出金されて当社のＡＣ社口座へ資金移動されて、決算期末日

に 1,100 万円の穴埋めが完了した。 

ｄ 第三者調査委員会の平成23年11月14日付調査報告書からも明らかなとおり、
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当時、当社においては、当社からＡ元社長ないしその支配会社への資金流出が

繰り返しなされており、当社と当社グループ会社間あるいは当社の口座間の資

金移動は日常的になされていた。 

本件においては、当社のＺ社の口座から同年 9 月 9 日に 3,000 万円が当社の

ＡＣ社口座に資金移動され、同月 29 日にこの当社のＡＣ社口座から 1,100 万円

がレジャー・ワンのＡＣ社口座へ資金移動され、翌日 30 日、このＡＣ社口座か

ら 1,100 万円が出金伝票上は立替金として出金されている。このレジャー・ワ

ンからの同月 30 日の 1,100 万円の出金は、当委員会で関係者から聴取した結果

等からは、基本的にはＡ元社長の資金需要等のうちのＵ社に対する 9 月弁済分

（特殊月に該当するため、元利金で約 1,000 万円）にあてたものと判断される。 

ｅ その後、上記仮装厚生貸付により締結された金銭消費貸借契約上の返済時期

が到来したことから、Ｃ元取締役及びＧ副統轄の給与から天引きされる形で、

前記③ア記載のとおり、弁済がなされている（Ｃ元取締役については平成 26 年

6 月 13 日で退職したことから、同月稼動分に対して 7 月に支払われる給与から

の天引きによる弁済を 後に、弁済は止まっている。）。 

ｆ 以上の事実からは、上記厚生貸付金を仮装した出金はＡ元社長の業務上横領

ないし特別背任行為に該当し、弁済金はその内入弁償金と評価すべきであるこ

とから、前記③アに記載した会計処理を行うのが相当である。 

④ Ｅ前社長、Ｆ前取締役の役員就任前にＥ前社長、Ｆ前取締役、Ｇ副統轄に対する

賞与名目で計上されている、Ａ元社長に流出した合計約 1,000 万円にかかる会計処

理の妥当性について 

ア 当委員会の判断 

平成 24 年 12 月 14 日に賞与として上乗せ出金された、Ｅ前社長（但し、当時は

役員就任前）分 368 万円、Ｆ前取締役（但し、当時は役員就任前）分約 322 万円、

Ｇ副統轄分約 299 万円の合計約 990 万円は、賞与としての実態がなく、かつ、当

時当社の特定大株主のみの地位にしかなかったＡ元社長の資金需要等にあてられ

るために出金されたものであるから、同人に対する、会社法第 120 条、第 970 条

に規定する利益供与に該当するものと判断する。 

したがって、上記日時に出金された従業員賞与のうち、当該金額については従

業員賞与として処理されているものを「特定株主に対する利益供与金」に組替処

理をする必要があるものと判断される。 

イ 判断に至る認定事実経過等 

ａ Ａ元社長のＵ社への債務の返済のために、平成 24 年 9 月 10 日に当社の預金

口座より 900 万円がＤ元監査役の管理する前記Ｂ元社長の役員報酬振込口座に

送金され、同月 19 日に同口座からそれまでの残高も合わせたなかから 1,000 万

円が出金されてＵ社の返済にあてられた。 
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ｂ 上記 900 万円のＢ元社長名義の口座への送金は、同人への仮払金として取締

役会決議も稟議申請もないまま出金がなされていたが、同年 10 月 31 日の決算

末日になって立替金に組替された。その際、Ｂ元社長の妻の母親の葬儀費用等

にあてるための貸付である旨の稟議書が作成された（稟議書が作成されたのは

同年 11 月下旬から 12 月初旬であると推測される。）が、これが取締役会に付議

されたのは、決算期をまたいだ平成 25 年 1 月 24 日開催の取締役会においてで

ある。 

ｃ 平成 24 年の 12 月 20 日になって 500 万円がＢ元社長名義の役員報酬振込口座

へ入金となり、同日、それまでの同口座の残高も合わせたなかから、900 万円が

同口座から当社のＡＣ社口座へ入金となり、上記イのｂの立替金戻りとして入

金処理された。 

ｄ 上記平成24年12月20日にＢ元社長名義の役員報酬振込口座に入金された500

万円を捻出するために、同月 14 日の賞与支払日に、賞与の上乗せ支給が行われ

た。 

具体的には、まず、役員就任を前提に 2 日前に開設されたばかりのＥ前社長

名義のＤ元監査役が管理する役員報酬振込口座に 368 万 535 円が当社預金から

送金され、同月 19 日に同口座から 368 万円が出金された。Ｅ前社長は上乗せ賞

与の自己名義の役員報酬振込口座への上記入金及び出金の事実すら、今般、本

件不正行為等が発覚するまで知らなかったと述べている。 

次に、Ｇ副統轄名義の給与振込口座へ上乗せ分を含む賞与 330 万 2,333 円が

送金され、事情を知っていた同人は、これをすぐに払戻して、そのなかから上

乗せ分である約 299 万円をＤ元監査役に渡した。 

さらに、Ｆ前取締役への支給名目で上乗せ計上した約 322 万円を含む、賞与

支払いのための現金が出金され（テレマーケティング事業部においては現金支

給が通例であったため。）、Ｆ前取締役には本来の賞与分だけを現金支給し、上

記上乗せ分ははじめからＤ元監査役に渡った。Ｆ前取締役は自分の分として上

乗せ賞与が出金された事実すら、今般、本件不正行為等が発覚するまで知らな

かったと述べている。 

ｅ 上記3人に上乗せ出金された平成24年12月度の300万円以上の各賞与額は、

他の当社及び当社グループ会社の他の一般従業員の賞与額が十数万円程度であ

るのと比べても、何十倍もの高額なものであって、これらの上乗せ賞与につき

賞与としての実態がないことは、この一事からも明らかである。 

ｆ 上記事実経過等からは、本件上乗せ賞与はいずれも当初より上記 3 人への賞

与として会社が支給することを意図せず、実際に支給されたとも言えないため、

賞与としての実態に欠け、賞与を偽装した出金はいずれもＡ元社長の資金需要

等にあてるための不正流出金に他ならないから、前記④のア記載のとおりの会
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計処理を行うのが相当である。 

⑤ Ｄ元監査役が他者の氏名を利用して小口の経費精算しているものの精査と会計処

理の妥当性について 

ア 当委員会の判断 

調査対象期間にかかる下記の小口経費精算項目については、当時当社の特定大

株主のみの地位にしかなかったＡ元社長の使用にかかる費用を、Ｄ元監査役が他

の従業員の氏名を利用して経費精算として提出したことにより出金されたものと

認められるから、Ａ元社長に対する、会社法第 120 条、第 970 条に規定する利益

供与に該当するものと判断する。 

したがって、下記の小口経費精算項目にかかる支出については「特定株主に対

する利益供与金」に組替処理をする必要があるものと判断される。 

 

記 

ａ 旅費交通費 計 496 千円（1,000 円未満切捨。以下同じ。） 

平成 24 年 07 月第 3四半期 41 千円 

平成 24 年 10 月第 4四半期 78 千円 

平成 25 年 01 月第 1四半期 66 千円 

平成 25 年 07 月第 3四半期 140 千円 

平成 26 年 01 月第 1四半期 14 千円 

平成 26 年 04 月第 2四半期 155 千円 

 

ｂ 会議費 計 97 千円 

平成 24 年 10 月第 4四半期 11 千円 

平成 25 年 01 月第 4四半期 86 千円 

 

ｃ 支払手数料 計 105 千円 

平成 24 年 10 月第 4四半期 1 千円 

平成 26 年 01 月第 1四半期 0 千円 

平成 26 年 04 月第 2四半期 103 千円 

 

ｄ 新聞図書費 計 6千円 

平成 24 年 10 月第 4四半期 3 千円 

平成 25 年 01 月第 1四半期 3 千円 

 

ｅ 接待交際費 計 3千円 

平成 25 年 01 月第 1四半期 3 千円 
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ｆ 雑費 計 1千円 

平成 24 年 10 月第 4四半期 1 千円 

 

上記ａ～ｆの合計は 711 千円である。 

イ 判断に至る認定事実経過等 

ａ 当委員会は調査対象期間にかかる小口の精算記録を精査した結果、平成 24 年

7 月から平成 26 年 3 月までの期間において、当時既に当社の役員を退任し、当

社に対しては特定株主のみの地位だけだったＡ元社長の個人的な使用にかかる

費用について、Ｄ元監査役がＧ副統轄、ＡＤ氏、ＡＥ氏、ＡＦ氏といった当時

当社に在籍していた従業員の名義を無断で用いて精算していると判断される出

金が複数項目において多数存在していることが確認された。 

ｂ Ｄ元監査役は当社創業時からＡ元社長に仕えており、同人の 側近ともいえ

る存在であった。平成 23 年 11 月 14 日付の第三者調査委員会調査報告書ではＡ

元社長が主導した前不正行為等に強く関与した責任を問われて常勤監査役を辞

任したものの、平成 26 年 8 月まで当社グループにアルバイトとして在籍してい

た。その間、前記①ないし④や後記⑥等から明らかなとおり、Ａ元社長に当社

から不正に資金を流出させる実行者の役割を担っていたものであるが、常勤監

査役辞任後は、他の従業員名義の印鑑等を利用し、小口の経費精算で不正な支

出をしたと認められる。 

ｃ Ｄ元監査役に経費精算を行う権限はないため、小口を用いた不正については

他の従業員名義を用いて実行していたものと認められる。 

ｄ 小口精算費目にかかる支出には、名義を無断使用された従業員の使途ではあ

り得ず、Ａ元社長の費用支出であることを窺わせる特徴が存した。 

ⅰ 新幹線料金の領収書について仙台・東京間のグリーン車の料金となってい

る。名義を利用された従業員が当社経費でグリーン車を利用することはない。 

ⅱ 名義を頻繁に使われているＧ副統轄については、同人が全く身に覚えのな

い経費精算であるとしている。 

⑥ Ａ元社長が使用したと推測される経費等につき、Ｂ元社長名義で小口の経費精算

しているものの精査と会計処理の妥当性について 

ア 当委員会の判断 

調査対象期間にかかる下記の小口経費精算項目については、当時当社の特定大

株主のみの地位にしかなかったＡ元社長の使用にかかる費用を、Ｄ元監査役がＢ

元社長の名義で経費精算として提出し、Ｂ元社長の決裁により出金されたものと

認められるから、Ａ元社長に対する、会社法第 120 条、第 970 条に規定する利益

供与に該当するものと判断する。 
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したがって、下記の小口経費精算項目にかかる支出については「特定株主に対

する利益供与金」に組替処理をする必要があるものと判断される。 

 

記 

ａ 旅費交通費 計 652 千円（1,000 円未満切捨。以下同じ。） 

平成 24 年 07 月第 3四半期 19 千円 

平成 24 年 10 月第 4四半期 21 千円 

平成 25 年 04 月第 2四半期 133 千円 

平成 25 年 07 月第 3四半期 35 千円 

平成 25 年 10 月第 4四半期 254 千円 

平成 26 年 01 月第 1四半期 124 千円 

平成 26 年 04 月第 2四半期 62 千円 

 

ｂ 会議費 計 159 千円 

平成 24 年 10 月第 4四半期 16 千円 

平成 25 年 04 月第 2四半期 22 千円 

平成 25 年 07 月第 3四半期 90 千円 

平成 25 年 10 月第 4四半期 19 千円 

平成 26 年 01 月第 1四半期 10 千円 

 

ｃ 新聞図書費 計 122 千円 

平成 24 年 10 月第 4四半期 3 千円 

平成 25 年 04 月第 2四半期 10 千円 

平成 25 年 07 月第 3四半期 17 千円 

平成 25 年 10 月第 4四半期 52 千円 

平成 26 年 01 月第 1四半期 19 千円 

平成 26 年 04 月第 2四半期 19 千円 

 

ｄ 接待交際費 計 1,924 千円 

平成 25 年 04 月第 2四半期 469 千円 

平成 25 年 07 月第 3四半期 319 千円 

平成 25 年 10 月第 4四半期 441 千円 

平成 26 年 01 月第 1四半期 483 千円 

平成 26 年 04 月第 2四半期 210 千円 
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ｅ 事務用品費 計 20 千円 

平成 25 年 07 月第 3四半期 11 千円 

平成 25 年 10 月第 4四半期 9 千円 

 

ｆ 消耗品費 計 32 千円 

平成 25 年 10 月第 4四半期 10 千円 

平成 26 年 01 月第 1四半期 21 千円 

 

ｇ 通信費 計 1千円 

平成 25 年 10 月第 4四半期 1 千円 

 

ｈ 車両費 計 8千円 

平成 26 年 04 月第 2四半期 8 千円 

 

上記ａ～ｈの合計は 2,919 千円であり、これら費目にかかる支出については「特

定株主に対する利益供与金」に組替処理をする必要があるものと判断される。 

また、Ａ元社長が平成 24 年 8 月度で従業員としての身分を完全に失った後に社

会保険料を負担していたことについても「特定株主に対する利益供与金」に該当

するものと考えられる。当社は当該費用につき、会社負担分・自己負担分共に法

定福利費として処理をしているが、下記のとおり各決算期毎に支出した当該費用

計 70 万 1,110 円についても「特定株主に対する利益供与金」に組替処理をする必

要があるものと判断される。 

 

記 

平成 24 年 10 月期四半期 24 万 9,114 円

平成 25 年 01 月期四半期 7 万 9,764 円

平成 25 年 04 月期四半期 7 万 9,764 円

平成 25 年 07 月期四半期 7 万 9,764 円

平成 25 年 10 月期四半期 7 万 9,764 円

平成 26 年 01 月期四半期 7 万 9,764 円

平成 26 年 04 月期四半期 5 万 3,176 円

計 70 万 1,110 円

 

イ 判断に至る認定事実経過等 

ａ 当委員会は調査対象期間にかかる小口の精算記録を精査した結果、平成 24 年

6 月から平成 26 年 3 月までの期間で、一部の経費精算に添付されている領収書
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等の証憑及び申請書に明らかに不自然なものが不定期に混在していることを確

認した。 

ｂ 上記不自然さというのは具体的には次に述べるとおりである。 

ⅰ Ｂ元社長は領収書を発行してもらう際に、正常と思われる経費の領収書に

は必ず宛先に「京王ズホールディングス様」と記載してもらっているが、複

数の領収書をまとめて経費精算しているものがあり、かつそのほぼすべての

領収書の宛名が「上様」若しくは空欄となっている一群のものが不定期に含

まれている事が発見された。 

ⅱ ごく一部の領収書については宛名が「Ａ元社長様」となっていた。 

ⅲ 上述の経費精算書の領収書群にはクレジットカードの控えを代用している

ものもあるが、控えの下部にあるカード名義人の名前が記載されている個所

が全て切り取られていた。この切り取られた部分には「Ａ元社長」と記され

ており、Ｄ元監査役から経理課員に切り取るよう指示がされていた。 

ⅳ 当該領収書の一群にある店は、Ａ元社長がかねてからよく通っている店や、

読書家であるＡ元社長がよく利用する書店のもので基本的に構成されており、

少なくとも古くからの京王ズ管理部門社員などから見ると経費を使用したの

はＢ元社長ではなくＡ元社長であると判断できるような内容となっている。 

ⅴ 当該小口の精算書及び領収書をＢ元社長に提示したところ、それら経費を

実際に使ったのはＡ元社長であることを認めている。 

ｃ Ｂ元社長はＡ元社長が使用した分の当該精算書に基づき支出された精算金を

自ら受領した上でそれをＤ元監査役に渡していた。Ｄ元監査役に渡した現金は

そのままＡ元社長に渡っていたものと認められる。 

ｄ また、当社ではＡ元社長が平成 24 年 1 月で役員を退任した後も引継名目で平

成 25 年 8 月分まで従業員給与として代表取締役在任時と同額の月額 250 万円の

給与を支給しているが、平成 25 年 9 月から平成 26 年 3 月までは実際には給与

の支給はしていないものの、給与月額 10 万円の設定で社会保険事務所に届出を

し、社会保険料を自己負担分・会社負担分共に当社が負担している。この負担

額にかかる支出についても、特定株主たるＡ元社長に対する利益供与に該当す

る。 

⑦ Ｃ元取締役につき、当社から課徴金相当額の損害賠償金を請求している訴訟にお

いてＡ元社長及びＣ元取締役の代理人弁護士に対する中間報酬支払のために必要な

額を、Ｃ元取締役の賞与に上乗せして支給したことにかかる会計処理の妥当性につ

いて 

ア 当委員会の判断 

平成 25 年 12 月 20 日にＣ元取締役に賞与としてＩＪＴから出金された 155 万

9,128 円のうち、110 万円は、Ａ元社長及びＣ元取締役が当社から提起されていた
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課徴金相当額損害賠償請求訴訟対応のために同人らが依頼していた弁護士の費用

（①中間報酬 105 万円、②弁護士立替交通費 4 万 3,777 円）を支払うために上乗

せ出金されたものであって、賞与としての実態はなく、かつ、当時当社との関係

では特定大株主のみの地位にしかなかったＡ元社長のいわば資金需要等にあてら

れるために出金されたものであると認められるから、同人に対する、会社法第 120

条、第 970 条に規定する利益供与に該当するものと判断する。 

したがって、上記日時に出金された従業員賞与のうち当該金額については従業

員賞与として処理されているものを「特定株主に対する利益供与金」に組替処理

をする必要があるものと判断される。 

イ 判断に至る認定事実経過等 

ａ 前不正行為等に伴い有価証券報告書等の虚偽記載・提出を行ったこと（以下

「課徴金対象行為」という。）で、当社は、平成 24 年 3 月 16 日、金融庁より課

徴金として 4,373 万円を国庫に納付することを命じられ、同年 5月 17 日に同課

徴金を納付した。 

ｂ 課徴金対象行為を行った当社の旧役員のうち、取締役だったＡ元社長及びＣ

元取締役に対して、当社監査役は平成 24 年 10 月 31 日、課徴金相当額の損害賠

償請求訴訟を提起した（仙台地裁平成 24 年（ワ）第 1350 号）。 

ｃ 上記訴訟の被告中、Ｃ元取締役は、当初、請求原因事実はすべて間違いない

とした上で、賠償金の支払いについては分割払いを希望する旨の答弁書を裁判

所に提出したが、後に、Ａ元社長が依頼した代理人弁護士にＣ元取締役も依頼

するに至り、Ａ元社長と同様に、請求原因事実を争うようになった（平成 25 年

4 月 26 日にＡ元社長・Ｃ元取締役の代理人から提出された準備書面ではＣ元取

締役も請求原因事実を争う主張が明確になっている。）。このＣ元取締役の応訴

姿勢の変化は、Ｃ元取締役と他の当社役員らとのメールのやりとりその他から

は、訴訟の引き伸ばしのために、Ａ元社長の上記訴訟対応に協力することを要

請され、Ｂ元社長やＤ元監査役と協議の上で、それに応じたものであったこと

が認められる。 

ｄ 平成 25 年 11 月になって、Ａ元社長・Ｃ元取締役が依頼した弁護士からＣ元

取締役に対し、訴訟が長引いて当初予定していたよりも遙かに多い労力を要し

ていること等から中間弁護士報酬等の 109 万 3,777 円（①中間報酬 105 万円、

②弁護士立替交通費 4万 3,777 円）の請求がなされた。 

これを受けて、Ｃ元取締役がＢ元社長やＤ元監査役と協議した結果、平成 25

年 12 月期のＣ元取締役の賞与に上記弁護士からの請求額を支出できるだけの上

乗せを行って支払うことにした。 

ｅ 具体的には、平成 25 年 12 月 20 日、ＩＪＴから、Ｃ元取締役に対して、155

万 9,128 円が賞与名下で出金されたが、そのうち上記弁護士からの請求額に相
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当する 109 万 3,777 円を若干上回る 110 万円については、Ｃ元取締役に現実に

は支給せず、本来の賞与額だけを同人には現金支給し、上記 109 万 3,777 円に

ついては、支給しなかった 110 万円からＤ元監査役が上記弁護士に送金する手

続をとった。 

ｆ 上記の事実経過からは、上記弁護士費用として賞与を偽装して出金された 109

万 3,777 円を若干上回る 110 万円については、賞与として現実にＣ元取締役に

支給する意図もなく、現実にも同人を全く経由することなく上記弁護士に送金

されたものであって、賞与の実態は全くない。 

ｇ のみならず、上記出金は、結局のところ、当社はじめ当社グループが負担す

るいわれのない、Ａ元社長が個人として負担すべき課徴金相当額賠償請求訴訟

対応のための費用とみることができ、当社にとっては当時は特定大株主のみの

地位にしかなかった同人の資金需要等にあてられるために出金されたものであ

るので、前記⑦のアで述べたように、全額を「特定株主に対する利益供与金」

に組替処理をする必要があるものと判断した。 

⑧ Ｃ元取締役が上記⑦の代理人弁護士へ打合せに行く交通費を、当社取引先との商

談等のための交通費の稟議書を偽装して捻出している費用にかかる会計処理の妥当

性について 

ア 当委員会の判断 

Ｃ元取締役から下記ａ、ｂ記載のとおり稟議申請があって出金した交通費 2 件

分、計 3 万 9,630 円は、いずれも上記⑦と同様、Ａ元社長の前記課徴金相当額損

害賠償請求訴訟対応のため、すなわち、当時当社との関係では特定大株主のみの

地位にしかなかったＡ元社長のいわば資金需要等にあてられるために出金された

ものであるから、同人に対する、会社法第 120 条、第 970 条に規定する利益供与

に該当するものと判断する。 

したがって、下記で出金された交通費については旅費交通費として処理されて

いるものを「特定株主に対する利益供与金」に組替処理をする必要があるものと

判断される。 

 

記 

ａ 平成 25 年 5 月 17 日に関係取引先との折衝目的の東京出張の交通費として稟

議申請され、これが承認されて、同月 20 日に出金された 1万 9,910 円。 

ｂ 平成 25 年 9 月 2日に関係取引先との折衝目的の東京出張の交通費として稟議

申請され、これが承認されて、同月 11 日に出金された 1万 9,720 円。 

 

イ 判断に至る認定事実経過等 

ａ 前記⑦のイのｃ、ｄで述べたように、Ｂ元社長も了解の上で、Ｃ元取締役が
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Ａ元社長の前記課徴金相当額損害賠償請求訴訟対応に協力することになってお

り、その一環として、上記⑧のアで記載したとおりの取引先との折衝を装った

稟議申請がなされ、これをＢ元社長が承認して、前記出金がなされたものであ

る。 

ｂ ちなみに、稟議申請書、社内のメールやりとりやＣ元取締役の聴取結果から

は、同人は、もっぱらＡ元社長の前記訴訟対応のための打合せに東京出張する

ときは、予め、当社の取引先との折衝を装う稟議申請を出すことをメール等で

Ｂ元社長に連絡していた。 

ｃ 上記事情からは、上記出金は、結局のところ、当社はじめ当社グループが負

担するいわれのない、Ａ元社長が個人として負担すべき課徴金相当額損害賠償

請求訴訟対応のための費用とみることができ、当社にとっては当時は特定大株

主のみの地位にしかなかった同人の資金需要等にあてられるために出金された

ものであるので、前記⑧のアで述べたように、全額を「特定株主に対する利益

供与金」に組替処理をする必要があるものと判断した。 

（２）前不正行為等の発覚を受けた平成 23 年 10 月 24 日付け「債務の弁済に関する合意書」

上の当社のＡ元社長に対する貸付金に関する貸倒引当金の計上時期及びその金額に関

する疑義について 

① 当委員会の判断 

当社は、Ａ元社長及び同人の個人会社らに対する「債務の弁済に関する合意書」

上の貸付金につき、平成 26 年 1 月第 1四半期において、貸倒引当金を約 162 百万円

追加計上し、引当額を債権額の 100％に見直しているが、平成 25 年 1 月第 1 四半期

において当該貸付債権約 839 百万円について、全額の貸倒引当金の計上が必要であ

ったと判断される。 

② 判断に至る認定事実経過等 

ア 従前の引当金の計上の経過 

ａ 平成 23 年 11 月 14 日付第三者調査委員会調査報告書の結果を受けて当社はＡ

元社長らに対する約 839 百万円の貸付金を計上している。一方で当該貸付金に

対する貸倒引当金はＮ社が保有する当社株式について時価の 60％の担保余力が

あるものとみなして当該担保余力を差引いた全額について計上していた。 

ｂ 当該担保株式に対しては、約定通り登録質の設定手続をとるよう再三に渡っ

て監査法人から求められていたものの、なかなか設定手続が進まなかった。そ

のような状況の中でＡ元社長はＮ社保有の当社株式 8,000 株について平成 24 年

11 月 14 日に当社株式 2,000 株、同年同月 27 日に 3,000 株をＡＧ社に、同年 12

月 25 日にＡＨ社に、それぞれ代用有価証券として担保差入をしているが、当社

はこの事実を平成 26 年 3 月にＮ社の当社株式に仮処分をかけるためにＮ社の当

社株式の保有状況がどうなっているかの調査をするまでは知らずにいた。 
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ｃ さらに、Ｎ社保有の当社株式 800,000 株（平成 25 年 5 月 1日付で当社株式は

1:100 の株式分割をしている。）の内 67,000 株を市場で売却した旨の変更報告書

が平成 25 年 8 月 20 日付で東北財務局に提出されているが、当社でその事実を

認識したのは平成 25 年 12 月であった。 

ｄ 平成 25 年 12 月になって、当社では上記ｃの当社株式売却の事実を知るに至

り、当然ながら貸倒引当金の金額の見直しが必要ではないかという議論になっ

たものの、ⅰ）売却は株の一部に留まっており担保余力が毀損したとまでは考

えられないこと、ⅱ）当該事実を知ったタイミングが平成 25 年 12 月 13 日開示

の平成 25 年 10 月期末の決算短信を提出した直後、ないしは修正が困難なタイ

ミングであったこと等を理由として、Ｎ社保有の当社株式売却に伴う貸倒引当

金の計上額の見直しは見送ることとした。 

ｅ その後も当社は質権設定を引き続きＡ元社長に要請したものの、登録質の設

定ができないまま当社はＡ元社長との訣別を本格的に決断し、打開策として平

成 26 年 2 月 28 日付でＡ元社長の猛反発を覚悟でＱ社との業務資本提携及び第

三者割当のプレスリリースを行っている。 

他方、平成 26 年 1 月 24 日開催の当社株主総会での会社提案に沿った議決権

行使をしていることからも、Ａ元社長はその時点まで会社と協調関係にあった

と推測されるが、当該プレスリリースを受けた平成 26 年 3 月 13 日開示の平成

26 年 1 月第 1 四半期決算において当社は、Ａ元社長との関係が完全に破綻し、

質権設定も不可能になったと 終的に判断をしてＡ元社長らに対する債権につ

いて、全額貸倒引当金を計上している。 

イ 検討経過 

ａ 以上の経過を前提として、当該貸付債権に関する貸倒引当金の計上時期及び

その金額について検討するにあっては、まずもって、「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第 10 号 企業会計審議会）第 27 項、第 28 項に従うことと

なる。 

これによると、第二部の「２ 本件不正行為等に共通する背景事実」に記載

のとおり、当時のＡ元社長の財政状態について経営破綻の状態には至っていな

いが、当該貸付債権は、債務弁済に重大な問題が生じる可能性が高い債務者に

対する債権と判断され、同会計基準上の貸倒懸念債権に該当すると考えられる。 

ｂ 次に貸倒懸念債権と判断される債権について、当該貸付債権額から担保の処

分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政

状態及び経営成績を考慮して、貸倒引当金を計上することとなる。 

ここで、担保の処分見込額及び保証による回収見込額に、Ｎ社が保有する株

式が含まれるかどうかの検討が必要となる。平成 23 年 10 月 7 日付の当社とＡ

元社長らの間で締結された「債権債務の承認に関する合意書」及び同年同月 24
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日付の「債務の弁済に関する合意書」には当社株式の担保提供の条項が明記さ

れていることから、Ｎ社は、当該債権につき直接債務を負わないものの、Ｎ社

の保有する当社株式については担保提供されるものとして担保資産としての評

価がなされてきた。 

ｃ この点、そもそも登録質の設定は効力発生要件であり、しかもそのことは法

律に規定してあることなのだから、純理屈上は、当社の認識如何に関わらず、

登録質の設定が現実になされるまでは、そもそも担保力があるものとしての評

価をするべきではないとすることも考えられる。 

もっとも、上記「債務の弁済に関する合意書」における登録質設定の約定に

基づいて当該株式について登録質の設定を求めて 終的には強制執行する、あ

るいは保全措置をとることも可能であり（現に、平成 26 年 3 月になっていった

んは仮処分決定を得ている。）、さらには上記「債務の弁済に関する合意書」に

は、単に登録質を設定する約定にとどまらず、株式を売却した場合には、その

売却代金をもって当該貸付債権の弁済にあてなくてはならない旨の約定もなさ

れていたことから、他に当該株式に対して優先的権利を主張できる者が現れる

までは、なお当社においては当該株式について優先的権利を有するとして、担

保提供されるものとして担保資産としての評価をすることも、あながち誤った

判断ではなかったと考える。 

ｄ こうした考えに立った上で、前記アのｂにあるように、平成 24 年 11 月に当

該株式が代用有価証券として担保提供された事実は、まさに当該株式について

優先的権利を主張できる者が現れ、担保権設定の可能性が失われたことと同時

に、Ａ元社長としては当社に当該株式について登録質を設定する意思がなくな

ったことを意味することから、もはや担保提供されるものとして担保資産とし

ての評価をすることはできないと考える。 

もっとも、上記代用有価証券として担保提供された事実を当社が当時におい

て当然に認識できた、あるいは認識することが義務だったとまでは言えないと

考えることから、この時期に引当金を全額計上することはできなかったのでは

ないかといった点がさらに問題となる。 

ｅ この点、なるほど、上記代用有価証券として担保提供された事実そのものを

当時リアルタイムで当社が認識することは容易ではなかった。 

しかし、当社の代表機関であるＢ元社長は、代表取締役社長に就任してから

ほぼ 10 ヶ月間経っており、この間、取締役会、監査役会から、未だ設定されて

いない当該株式の登録質設定手続がなされるようＡ元社長側と交渉するよう、

繰り返し求められ、この時期出社を続けており頻繁に社内で顔を合わせていた

Ａ元社長と、交渉する機会は日常的にあったのである。それにもかかわらず、

結論としては、Ａ元社長に登録質の設定を拒絶され続けてきた。 
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ｆ こうした交渉経過からは、Ｂ元社長は、上記代用有価証券として担保提供さ

れたこと自体をストレートに認識していたのではなかったとしても、この時期

には、Ａ元社長には当該株式を当社に対して、もはや担保提供する意思がない

ことについては、十分認識していたものというべきである。そうである以上、

当社としては、なお、平成 25 年 1 月第 1四半期に、全額の引当金の計上を行う

ことは可能であったというべきである。 

ｇ 以上のことから、上記（２）①記載のとおり判断するものである。 

（３）平成 26 年 4 月初旬にＢ元社長から光通信へ提案したと考えられる今後の体制につい

てのメモに、Ａ元社長、Ｃ元取締役及びＤ元監査役に対して一切の請求を行わないこ

とという記述がある関係で、上記当社のＡ元社長ら前不正行為等に関与した元役員ら

に対する前不正行為等に起因する請求債権を放棄していたのではないかという疑義に

ついて 

① 当委員会の判断 

結論としては、当社がＡ元社長ら前不正行為等に関与した元役員らに対する前不

正行為等に起因する損害賠償等請求債権を放棄していたとみるに足りる事情は認め

られず、平成 27 年 3 月期第 2四半期以降にＡ元社長に対する債権及び同額の貸倒引

当金をオフバランス処理せず計上し続けている会計処理は、少なくとも債権放棄を

理由とする修正の必要は無いものと判断される。 

② 判断に至る認定事実経過等 

ア 平成 26 年 2 月 28 日、当社は当社株式のＱ社への第三者割当について公表した

が、大株主である光通信並びにＡ元社長及びＮ社が、それぞれ上記第三者割当に

かかる株式の発行の差止を求める仮処分を申請した。この仮処分の審尋手続が進

行する傍ら、Ａ元社長及びその支配会社であるＮ社が保有する当社の株式を光通

信に売却する交渉がＡ元社長と光通信との間で行われ、その交渉が成立したのが、

上記仮処分申請が却下された平成 26 年 3 月 26 日だった。 

なお、上記交渉成立並びに光通信による当社株式の公開買付の発表及びその実

施を経て、Ａ元社長が当社株式をすべて売却して株主でもなくなり、他方、当社

が光通信の子会社となったこと、平成 26 年 7 月 29 日の当社臨時株主総会におい

てＢ元社長は役員を退任し、新たに光通信指名の取締役が選任されたことなどは、

既に述べたとおりである。 

イ 上記Ａ元社長らが保有する当社株式の売却交渉成立に際して、光通信のＡＩ社

長名義でＡ元社長宛に確認書（以下「確認書」という。）と標題の付された文書が

差し入れられているが、そこには、要旨、下記の内容等が記載されている。 

 

記 
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ａ 当社の株式公開買付が効を奏して当社が光通信の子会社となった場合は、当

社がＡ元社長、Ｎ社、Ｃ元取締役、Ｄ元監査役に対する金銭請求を行わないこ

と。 

ｂ Ａ元社長及びＣ元取締役に対する前記課徴金相当額損害賠償請求訴訟を取り

下げること。 

ｃ 前記「債務の弁済に関する合意書」上のＡ元社長の月額 30 万円の弁済が、Ａ

元社長の存命中継続されることを前提に、上記合意書上のＡ元社長の一般承継

人に対し請求をしないこと。 

ｄ 前記「債務の弁済に関する合意書」上のレジャー・ワン、Ｐ社及びＯ社に対

して、債務の履行を求めないこと。 

ｅ 当社のＶ社からの借入に際してＡ元社長が提供している担保や当社のＡＪ社

からの借入に伴うＡ元社長の根保証を、それぞれ解除すること。 

 

ウ 他方、Ｂ元社長が使用していた当社のＰＣ内からは、平成 26 年 3 月 31 日に作

成されたと思われる、ファイル名が「経営陣について（Ｉ氏とのすり合わせ）」で、

下記の内容等が記載されているメモのデータ（以下「Ｂ元社長メモ」という。）が

残っている。なお文章が続きそうなまま切れている箇所や誤記も原文のまま転載

している。 

 

記 

「1. 経営陣について 

5 名の役員（社内 3 名、社外 2 名）のうち、3 名辞任（社内Ｂ元社長 1 名、社外 2

名）する。辞任した 3名を新たな役員が就任する。2名は京王ズのプロパーとする。

辞任時期は 

2.資金について 

今後の事業展開のための 21億円資金提供を実施する。資金使途は公表通りとする。 

3．旧経営陣について 

前役員であるＣ元取締役と前監査役であるＤ元監査役の訴訟を取り下げ金銭的な

追及は一切行わない。Ａ元社長からの金銭回収については一切行わない。 

4．営業体制について 

1）ソフトバンクは一次店に戻す。 

2）ＴＳの二次店で卸条件を以前の契約を継続する。 

3）ａｕは一次店のままとする。 

4）その他 ドコモショップは廃止になる前に新たな代理店に譲渡し、継続運営を

可能にする。 

5）京王ズの取引先（二次店）は京王ズの傘下取引とする。 
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6）取引条件は京王ズに一任する。 

5．体制社内（管理部門）について 

社内体制については、1年間は現状の社員のままとする。 

6．子会社について 

子会社の体制については、京王ズからの役員構成（3名中、京王ズ 2名以上）とす

る。 

(株)京王ズコミュニケーション(株)ノーブルコミュニケーション(株)ハーツライ

フサポート(株)ＩＪＴ(株)京王ズライフクオリティ 

7．未解決問題について 

ノーブルの株式（6：4）を 100％京王ズとする。」 

 

エ 上記イの確認書及び上記ウのＢ元社長メモについて、調査の結果明らかになっ

たことは以下のとおりである。 

ａ まず、確認書について、光通信のＩ氏及びＪ氏は、こうした文書が、Ａ元社

長との間で交わされたことは認めた上で、この文書の存在を知っているのは、

光通信のＩ氏、Ｊ氏、関与した弁護士、相手方のＡ元社長ぐらいであること、

Ｂ元社長にはこの確認書の内容を話したことはないし、確認書を見せてもいな

い旨、述べている。 

他方、Ｂ元社長も、この確認書は今般本件不正行為等が発覚するまでは見た

ことがなかったと述べている。 

ｂ 次に、Ｂ元社長メモについては、Ｂ元社長は、これを作成したことを認めた

上で、作成の経緯については、Ｉ氏から言われた話をメモ化したものであると

の点では供述が一貫しているものの、Ｉ氏から言われた状況については、日時、

場所や伝達方法（面談か電話か）などの記憶があいまいである。 

他方、Ｉ氏及びＪ氏は、Ｂ元社長メモの「3．旧経営陣について」に記載のあ

るＡ元社長に対する請求をしないことなどを、Ｂ元社長に話したことはないと

述べている。 

ｃ その上で、当委員会としては、上記確認書とＢ元社長メモとの関係について、

とりわけ双方の内容において重なっている、Ａ元社長ら当社の旧役員らに対す

る当社の請求債権について請求をしない旨の内容について、Ｂ元社長のほうか

ら提案したものではなくて、Ｉ氏やＪ氏の否定供述にかかわらず、何らかの形

でＩ氏側からＢ元社長に伝わり、それをＢ元社長が述べているように、メモ化

した可能性が高いと考える。その理由は以下のとおりである。 

ⅰ Ｑ社への当社株式の第三者割当の発表以来、一方で、Ｂ元社長とＡ元社長

の関係は、相当悪化したことがＢ元社長やＥ前社長の話や客観的情勢からも

窺われ、Ｂ元社長としては、Ａ元社長が当社の株式を手放すことを決断した
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以上、また自分も当社の役員から外れることが想定されるなかで、Ａ元社長

に対する金銭請求をしないことを自ら光通信に積極的に提案する動機付けが

見出し難いこと。 

ⅱ 他方、平成 26 年 3 月 26 日に当社の株式を光通信に売却して、当社の株主

でなくなることが決まったＡ元社長としても、同時に締結した確認書の内容

について、あらためて光通信に提案するよう、Ｂ元社長に告げる積極的な理

由は見い出し難いこと。 

ⅲ 上記ａによれば、確認書の存在を知る人は限られており（内容の性格上も

そうであると思われる。）、Ｉ氏側かＡ元社長側のどちらかからしか確認書の

内容が伝わる可能性はなく、Ａ元社長側からでないとすると、相対的にＩ氏

側から伝わった以外に、伝わった可能性は考え難いこと。 

ⅳ Ｂ元社長メモの記載内容としては、今後の当社の役員の体制や今後の代理

店の取り扱いなども記載されているが（実際に、Ｂ元社長メモに記載のある

事項のいくつかは、当社が光通信の子会社となる過程、あるいはなってから

実施されたことである。）、これらの事項は、今後当社の経営に参画する光通

信側として積極的に関心を有することであって、まさにこれらの事項につい

て話が出たから、メモ化したといったＢ元社長の説明に、より合理性が存す

ること。 

ⅴ 確認書の内容は、とりわけＡ元社長ら旧経営陣に対する当社の請求をしな

いことは、後述するように、請求をしない当事者はあくまで当社であるから、

事の性質上、そもそも光通信自身が直接に履行できるものではないが、さり

ながら、それを光通信から当時の当社の代表取締役に提案して、ひいては当

社が上記請求をせず、請求を放棄するよう働きかけるといった行動がとられ

た、あるいはそうした行動が予定されているように受け取られるとすれば、

光通信にとっては、Ａ元社長からの当社株式の取得に際して、一株 555 円の

対価以外に何らかの利益をＡ元社長に提供したと受け止められかねないとし

て、自ら確認書の内容をＢ元社長に話したといったことを秘したいと考える

こともありうること。 

オ さらに、確認書やＢ元社長メモにあるＡ元社長ら旧役員に対する当社の請求に

ついて請求しないことについて、光通信、Ｂ元社長のいずれから提案されたもの

かはともかく、当社が現時点までに、請求権を行使しないことを決めたことはな

いこと、あるいは請求権を放棄したこともないことは、以下に述べるとおりであ

る。 

ａ 請求権不行使の決定や請求権の放棄には、当社の代表者ないし当社を当該事

項について代理する授権を得ている者が請求権不行使の決定や請求権の放棄の

意思表明をして、それが相手方当事者であるＡ元社長らに到達することが必要
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であるが、そのような意思表明があったことを窺わせる事情は何ら認められな

い。Ｂ元社長、Ｅ前社長、そして現在代表者のＨ氏も、そのような意思表明を

したことは決してないと述べているし、他からもそのような意思表明がなされ

たとの情報は得られていない。 

ちなみに、光通信の作成名義である確認書の記載はもちろんのこと、Ｂ元社

長メモの記載も、それをもって当社代表者であるＢ元社長のそうした意思表明

がなされたと理解することには無理がある。 

ｂ さらに、請求権不行使の決定や請求権の放棄が有効になされるには、それら

について取締役会の承認を得る必要があるが、そうした件が当社の取締役会で

審議されたこともない。 

カ 以上の事情からは、前記（３）①のとおり、当社がＡ元社長らに対する前不正

行為等に起因する損害賠償等請求債権を放棄していたとは認められず、Ａ元社長

に対する債権及び同額の貸倒引当金をオフバランス処理せず計上し続けている会

計処理は、少なくとも債権放棄を理由とする修正の必要は無いものと判断される。 

 

 

第三部 原因 

 

１ 総論 

本件不正行為等は、前不正行為等にかかる第三者調査委員会調査報告書の原因の分析

においても指摘されていたように、当時の現・前代表取締役ら取締役、元監査役、そし

て一部従業員によって、組織的に行われたものであり、いわば前不正行為等の轍を踏む

形で、またもや資金の不正流出が引き起こされたという特徴を有する。 

 

２ Ａ元社長の個人的資質と資金需要等 

（１）Ａ元社長の個人的資質 

具体的には、前不正行為等に関する第三者調査委員会調査報告書でも指摘された、

Ａ元社長の加担者にとってはカリスマ的ともいえる、いわゆるワンマン体質（他の加

担した役員は実質的にはＡ元社長に逆らうことのない忠実な部下であり、Ｄ元監査役

は実質Ａ元社長の忠実な「金庫番」的な役割を担っていた。）によるＡ元社長のトップ

ダウンによる経営が、本件調査対象期間初期から平成 24 年 1 月 30 日開催の定時株主

総会までは、従前と同じく継続していた。また、Ａ元社長からＢ元社長に代表取締役

社長が交替して以降も、結果的には、Ａ元社長が当社本社社屋に出社しなくなった平

成 25 年 12 月までは、Ｂ元社長がＡ元社長の意向を受入れる形で、同様の資金の不正

流出が繰り返されることになった。 

（２）Ａ元社長の資金需要等 
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こうしたＡ元社長の個人的資質に加えて、第二部の「２ 本件不正行為等に共通す

る背景事実」で述べたとおり、固定的な支出だけで年間約 6,000 万円もの多額の資金

が必要なＡ元社長は、自身が役員を退任した後も出社を続ける傍ら、従業員として残

存させていたＤ元監査役、Ｃ元取締役にも協力させ、さらには後任のＢ元社長をも自

己の意に従わせることで、一定時期までは在任時の役員報酬額と同額の給与を支払わ

せたほかに、Ａ元社長の資金需要等を満たすために、資金の不正流出を継続させてき

たのである。 

（３）資金の不正流出に加担者が敢えて加担した際の「考え」 

Ｂ元社長及びＧ副統轄は、当委員会の聴取に際して、共に、Ａ元社長個人を守ると

いうのではなく、同人及びＮ社が保有する当社の株式について同人が処分を余儀なく

されることを防ぎたかった、そのためには、Ａ元社長の資金需要等、とりわけ当社株

式が担保に供されているＵ社等への弁済その他の支払等を滞らせるわけにいかなかっ

たと述べている。 

また、Ｅ前社長及びＦ前取締役も、新たに開設した役員報酬振込口座から現実に自

分らに送金される分を除いた分については、Ｂ元社長からその使途を具体的に聞いて

いたわけではなかったものの、いわゆるホワイトナイトとつなぐための資金、あるい

は自社株として株式を取得するための資金としてプールされているものと思っていた

と述べている。 

もちろん、こうした言い分が本件不正行為等の正当化理由になるものではないが、

第 1 にＡ元社長の個人的資質、第 2 に同人の資金需要等に加えて、第 3 に加担者の上

記「考え」が相俟って、本件不正行為等の実行に及んだと認められる。 

 

３ 監督・内部監査機能について 

（１）取締役会における社外取締役や監査役による監視・監督という意味では、平成 24 年

1月30日開催の定時株主総会においては、新たに社外取締役や社外監査役も選任され、

基本的には毎月開催される取締役会においてそれぞれ必要と思われる意見を述べるよ

うになった。 

しかしながら、第二部の３（１）①～⑧記載の資金の不正流出行為等については、

不正発見に結びつく事実が、全て事情を知っている不正に関与した者によって、それ

以外の役員等に漏れないように隠蔽されていた。たとえば、①第二部の３（１）①②

記載のＢ元社長、Ｅ前社長、Ｆ前取締役の役員報酬額承認にあっては、既に述べたと

おり、肝心な事実が開示されないまま、承認が求められる（Ｂ元社長の役員報酬額の

決定は支給が開始された後の取締役会において、反対意見もあったが多数決で決定さ

れた。）、②第二部の３（１）④記載の賞与の上乗せ支給については賞与全体の額など

は取締役会で開示されるものの、各人の賞与額は開示されない、③第二部の３（１）

④イのａ及びｂ記載の平成24年9月のＢ元社長への900万円の仮払いの件については、



 

 40 / 50 

 

そもそも当該時期に取締役会に付議されない、等である。 

なお、直接に本件不正行為等を形成することではないが、上場維持のために、証券

会社等しかるべき主幹事会社を選定・委託する件についても、監査役らの提言を受け

て、ＡＫ元社外取締役の要請により招集開催された平成 24 年 12 月 5 日の取締役会で

選定・委託することが決議されたにもかかわらず（ちなみに、この議案に賛成したの

は出席取締役 3 名のうちＡＫ元社外取締役及びＡＬ元社外取締役の 2 名で、Ｂ元社長

は反対した。）、これがＡＭ社への委託により実行されたのは、翌平成 25 年の 12 月、

すなわちＱ社に対する当社株式の第三者割当の水面下交渉が現実化、換言すれば上場

維持のためにはＡ元社長との「訣別」も辞さないとＢ元社長・Ｅ前社長らが共に考え

て行動するようになってからだった。 

（２）監視・監督機関である監査役会においては、定時取締役会の前後及びそれ以外にも

随時監査役会を開催して、当社の問題点や是正事項の洗い出し作業や取締役に向けた

提言等に腐心してきた。具体的には、Ａ元社長の出社や同人に対する従前の役員報酬

額と同額の給与支払い、印鑑や法人カードの取扱、Ｄ元監査役・Ｃ元取締役の雇用の

継続等々、監査役会が問題であると判断した事項について、繰り返し意見書を提出す

るなどし、また平成 24 年 12 月 13 日開催の取締役会では、取締役全員で問題を共有し

て是正措置が採られることを期待して、監査役意見書の指摘事項について協議する場

を設けてもらうなどして是正等を求めてきた。 

また、光通信による株主の提訴請求をきっかけとして、監査役はしかるべき調査の

上、平成 24 年 10 月 31 日、既に述べたように、Ａ元社長及びＣ元取締役を被告として

課徴金相当額の損害賠償請求訴訟を提起した（また、同日、Ｄ元監査役に対しても、

前不正行為等により当社に生じた損害について、取締役から損害賠償請求訴訟が提起

された。）。 

しかし、なかなかその余の是正措置はとられず、問題の先送りがなされてきた。 

（３）平成 25 年 12 月に、特設注意市場銘柄指定解除に向けて、ＡＭ社のコンサルティン

グにより、内部通報制度の社内徹底、経理事務手続のチェック体制の強化、フローの

適正化なども図られたほか、特に内部監査室の強化が試みられ、その具体的な実現は

平成 26 年 1 月以降に相次いでなされた規程の新設並びに平成 26 年 2 月以降の人員の

増強及び外部有識者を顧問として招聘する形により実施された。 

以後、それまで主として移動体通信事業の店舗の監査に注力していた内部監査室は、

その注力すべき対象を変更し、過去に生じた不正防止に向けた改善策の実施状況にか

かる監査に注力してきた。その結果、たとえば、当委員会による本件不正行為等の調

査に先立ち、以下の①～③について指摘がなされ、その自浄作用により当該指摘以後

の不正の発生を阻止するに至っている。 

① Ａ元社長が、従業員としての身分も喪失した平成 24 年 8 月以降の同人にかかる社

会保険料（本人・雇主双方分）の負担の件 
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② Ｄ元監査役が他の従業員の名前で申請した小口現金による経費精算の一部の件 

③ Ｂ元社長が自己の名義で申請した実際はＡ元社長の使用にかかる、小口現金によ

る経費精算の一部の件 

しかしながら、上記のように内部管理体制が強化される以前においては、たとえば

前記第二部の３（１）④イのａ及びｂ記載の平成 24 年 9 月のＢ元社長への 900 万円の

仮払出金にあっては、出金についての伝票等に社長承認印が押されていれば、当該出

金に必要な承認手続を経ていなくとも出金をするといった経理の運用も、資金の不正

流出に一役買うこととなった。 

 

 

第四部 責任 

 

１ Ａ元社長の責任 

（１）本件不正行為等は、とりわけ第二部の３（１）①～⑧記載の資金の不正流出は、そ

のすべてが第二部の２の「本件不正行為等に共通する背景事実」で指摘したように、

Ａ元社長の資金需要等に応じるためになされたものであり、かつ、それをＡ元社長も

認識・認容していたものであって、しかも、その違法性は、あるものは業務上横領罪、

あるいは特別背任罪といった刑事罰の規定に該当し（第二部の３（１）③記載のＣ元

取締役・Ｇ副統轄に対する厚生貸付名下の資金の不正流出行為）、あるものは会社法第

970 条第 2項の利益供与罪に該当する行為（第二部の３（１）①②並びに④ないし⑧記

載の資金の不正流出行為）であって、極めて違法性の強いものである。 

しかも、本件不正行為等は、前不正行為等が発覚して、第三者調査委員会の調査が

大詰めを迎えた時期に始まり、同委員会の調査報告書が公表されてもなお継続された

ものであって、大胆であり、確信的で、かつ、悪質極まりない。 

さらに、Ａ元社長は当委員会からの事情聴取の呼びかけも全く無視するなど、不誠

実な対応をとっている。 

（２）Ａ元社長に対しては、既に前不正行為等による当社のＡ元社長らに対する請求債権

について訴訟が提起されているが、本件不正行為等によって当社に生じたままの損害

についても民事上の損害賠償請求をすることはもとより、上記刑事罰に該当する行為

について、対象行為についてはさらに検討の上、告発すべきである。 

ちなみに、Ａ元社長は、平成 26 年 5 月の光通信による当社株式のＴＯＢに際し、自

身及び自身の支配会社であるＮ社保有の当社株式を全部売却して、総計約 9 億円もの

売却代金を手中にしており、Ｕ社等の債務の返済にあてたと思われる額や所定の税金

等を控除したとしても、なお相当の資金を保有しているとみられることから、当社の

前不正行為等に基づくＡ元社長に対する債権も含めて、鋭意、回収を図るべきであり、

そのためには、上記刑事告発と併せて、債権者破産の申立て、その他しかるべき措置
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も検討されるべきである。 

 

２ Ｂ元社長の責任 

（１）本件不正行為等のうち、第二部の３（１）③記載のＣ元取締役・Ｇ副統轄に対する

厚生貸付名下の資金の不正流出行為については、自身が当社の役員に再就任する前に

なされたものであり、直接の関与は認められない。 

しかし、上記厚生貸付の分割返済が始まる平成 24 年 10 月頃には、上記不正流出行

為があったことを知るに至りながら、本件不正行為等の発覚に至るまで、なんら取締

役会等においてその事実に関する情報を提供することなく、違法状態が継続されるま

まにしたのであり、なお、非難には値すると言わなければならない。 

（２）次に、第二部の３（１）③記載以外の第二部の３（１）記載の本件不正行為等につ

いても、第二部の３（１）⑤記載のＤ元監査役が他者の氏名を利用してＡ元社長の使

用分について小口の経費精算をしていた件については、Ｄ元監査役による上記申請の

実態について、Ｂ元社長の具体的な認識・認容があったことまでは必ずしも認定でき

ないものの（但し、 終決裁権者として出金について承認印を押印しており、そうし

た意味での責任は免れない。）、その余の資金の不正流出（第二部の３（１）①②④⑥

～⑧）のことごとくについて、当社の 高意思決定権者として、Ａ元社長の資金需要

等に応じるためと知りつつ、基本的にはむしろそれをよしとして、違法な資金の不正

流出に積極的に関与したものである。 

そもそも、Ｂ元社長は、前不正行為等によって退任したＡ元社長の後任として、い

わば負の遺産を取り除いて、会社の建て直しに邁進することを期待されて役員に就任

したのである。前不正行為等の詳細についても、上記負の遺産を取り除いて当社の立

て直しをすべきとの任務についても、Ｂ元社長自身、十分に認識した上で役員に就任

したのである（Ｂ元社長は他の役員らに対し、「自分は火中の栗を拾う役割だ」という

ことを繰り返し述べてきた。）。それにもかかわらず、上記のとおり、本件不正行為等

の全般に積極的に関与したものであり、上記期待や任務に反したその責任は極めて重

い。 

しかも、Ｅ前社長及びＦ前取締役の役員報酬分の相当額の利益供与については、両

人をも不正行為に巻き込んだ点、前不正行為等に続いて本件不正行為等についても、

出金された後の出金の管理まで含めてＤ元監査役をも不正行為に加担させ続けた点に

おいても、強く非難に値するものである。 

（３）これらＢ元社長が関与した本件不正行為等については、当社に生じたままの損害に

ついて、Ａ元社長と連帯して賠償の責めに任じるべきであり、刑事上においても、少

なくとも自己の役員報酬分やＥ前社長・Ｆ前取締役の役員報酬分から相当額をＡ元社

長に流出した利益供与については、会社法第 970 条第 1 項の利益供与罪での告発が検

討されるべきであると考える。 
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こうしたＡ元社長及びＢ元社長の刑事告発に際しては、以下に述べる他の責任ある

関与者についても、個別には言及しないものの、告発の要否、告発を要するとした場

合には、どの行為について誰を告発するかについて、検討されるべきである。 

（４）第二部の３（２）記載のＡ元社長に対する貸付金のいわゆる貸倒引当金の計上時期

を誤ったことに関する責任の有無については、おそくとも平成 25 年 1 月の時点におい

て、下記の①～④の事情が認められることから、Ｂ元社長は責任を免れないと考える。 

① 従前会計監査を担当していた監査法人ＡＮから設定すべき登録質がなされていな

いこと等により引当金の額及び計上時期が問題となることの指摘が繰り返しなされ

ていたこと。 

② 監査役会からも平成 24 年 11 月 19 日付の意見書及び同年 12 月日付の監査報告書

において、登録質の設定がなされていないことの問題点が指摘されていたこと 

③ 第二部の３（２）イｆで述べたように、Ａ元社長には 早当社に対する担保設定

の意思がないことを十分に認識していたこと。 

④ Ａ元社長の資金需要等を認識しており、本件不正行為等により上記資金需要等に

対応するなどＡ元社長の信用状態がよくないことを認識していたこと。 

（５）他に、直接に今般の調査の対象とはなっていないが、当社に担保提供されるべきＮ

社保有の当社株式について、とられるべき登録質の手続がとられないのみならず、そ

の一部が既に処分されていたことから、平成 26 年 3 月 25 日に、当社はＮ社に対して、

当社の株式の処分等を禁じる処分禁止の仮処分を得た（仮処分の申請の必要性につい

ては監査役らが、再三、Ｂ元社長やＥ前社長に説明して説得を重ね、Ｂ元社長もやっ

と仮処分の申請を決意したといった経緯があった。）。この仮処分により、第三債務者

の陳述内容等からも、当社のＡ元社長に対する債務については相当額の保全措置をと

ることができたのであった。それにもかかわらず、Ｂ元社長は、上記仮処分について、

同年 4 月 11 日の臨時取締役会において、その取下げを提案して決議し（出席取締役 3

名のうち、Ｂ元社長及び菅原榮前社外取締役の賛成、Ｅ前社長の反対）、上記取下げを

差止める旨の監査役の請求も無視して、Ｂ元社長自らの名義の取下書を裁判所に提出

して取下げた。この取下げ行為により、せっかく相当額の保全措置ができたものを、

みすみす保全措置を自らないものとして、後の光通信への売却による売却代金の取得

を無条件で許すことになった。この仮処分取下げにより、本来回収できたのに回収で

きなくなった相当額については、Ｂ元社長には当社に対し損害賠償責任の問題が生じ

ることについて、当委員会において把握した事実であることから付言するものである。 

 

３ Ｅ前社長・Ｆ前取締役の責任 

（１）Ｅ前社長及びＦ前取締役は、第二部の３（１）記載の資金の不正流出行為のうち、

③記載のＣ元取締役・Ｇ副統轄に対する厚生貸付名下の資金の不正流出行為について

は、自身が当社の役員に就任する前になされたものであり、当時従業員として事情を
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知って関与したといったことも認められず、責任は生じない。 

また、同人らが役員に就任した平成 25 年 1 月の時点では、すでに上記貸付金の分割

返済が始まっており、あるいは、Ｂ元社長と同様、役員就任後本件不正行為等が発覚

するまでの間に事情を知って、特に事情を知らない他の取締役や監査役らに知らせる

ことなく、違法状態を継続したままにした可能性を疑えないでもないが、それを認定

するに足りるだけの情報・資料等は得られなかった。 

（２）また、第二部の３（１）②記載のＢ元社長の役員報酬の相当部分の利益供与、④記

載の偽装賞与出金による利益供与、⑤及び⑥記載の経費の小口精算による利益供与、

⑦及び⑧記載のＣ元取締役による弁護士費用等の利益供与についても、両人が直接に

関与したものではない。上記④の偽装賞与の出金においては、Ｅ前社長及びＦ前取締

役の賞与名下でも出金されているが、本件不正行為等が発覚するまで、両人はそうし

た自己名義での偽装賞与の出金を知らなかったと認められることは、既に前記④記載

の事実認定経過等で述べたとおりである。 

但し、上記⑧記載のＣ元取締役による弁護士費用等の利益供与については、Ｅ前社

長は少なくとも途中からは、本来当社で負担すべきでない弁護士費用等にあてるため

の出金であることは了解したのであり、そうした違法をそのままにしたことの責任は

免れ難い。 

（３）Ｅ前社長及びＦ前取締役の関与による責任が問われて然るべきは、第二部の３（１）

①記載の自己の役員報酬分の相当部分の利益供与についてである。 

上記利益供与に関して認定した事実経過等は第二部の３（１）①のイに記載すると

おりであって、かかる事実経過等に照らせば、両人が当委員会の聴取に際して述べた、

直接にはＡ元社長の資金需要等にあてられるための利益供与であることは知らなかっ

た、Ａ元社長の前不正行為等の事実については、役員就任時には、なにか不祥事があ

って一時役員から身を退いているが、それほどのこととは思わないといった程度の認

識であり、第三者調査委員会の調査報告書も読んでいなかった、前不正行為等の詳細

については役員就任後に追々認識するようになった、年額 3,000 万円の役員報酬額も

相場から外れた額とは思わなかった旨の供述が、仮に事実そのとおりであったとして

も、それはそれで、上場企業の常勤取締役に就任する者としては、あまりに軽率な認

識判断であったとの誹りを、上記供述の全てについて、免れない。 

先にも指摘したことではあるが、両人の役員報酬を取締役会において決定するより

も前の時点から、両人の役員報酬の 2/3 にも相当する部分が実態としては両人を経由

しないままに、毎月毎月、他人の管理下に置かれることの限度では両人もそれを了解

していたこと、それらの事情が開示されないまま取締役会において報酬決定の承認が

求められたこと、そうした「預けられた」お金がいつ、いくらが自己名義の前記口座

から出金されたのかについてすら、本件不正行為等が発覚して取引明細表を取り寄せ

るまでは知らなかったことといった事実は、役員報酬の上記 2/3 については、むしろ



 

 45 / 50 

 

両人らも役員報酬としての性質・実態を有していないことを知っていたことを窺わせ

るものである。 

いずれ、両人が、通常常勤取締役として要求されるべき注意深さをもって対応して

いれば、Ａ元社長への役員報酬としての出金による利益供与を防げたという意味にお

いて、両人とも、上記利益供与によって生じた当社の損害についての責任はあるとい

うべきである。 

（４）これらＥ前社長及びＦ前取締役が関与した利益供与に関する責任については、当社

に生じたままの損害について、法律上は、Ａ元社長やＢ元社長と連帯して賠償の責め

を負うことになると思われるが、関与が故意ではなく過失によるものであること、両

人とも利得しているわけではないこと、既に役員を辞任しており、本件不正行為等の

調査に全面的に協力していること、その他諸般の事情を総合考慮の上、具体的な責任

の問われ方について、決められるべきである。 

（５）Ｅ前社長及びＦ前取締役の第二部の３（２）記載のＡ元社長に対する貸付金のいわ

ゆる貸倒引当金の計上時期を誤ったことに関する責任の有無については、両人とも役

員に就任したのは平成 25 年 1 月 12 日であって、第四部の２（４）記載の①ないし④

の事情を当然に知っていたともいえないことから、責任があるとは言えないと考える。 

 

４ Ｄ元監査役の責任 

（１）Ｄ元監査役は、既に述べたように、平成 24 年 1 月 30 日開催の定時株主総会の終結

の時をもって役員を辞任した後も、平成 26 年 8 月下旬まで当社本社に出勤し続け、総

務・経理等の事務に携わっており、Ａ元社長への利益供与になることを認識の上、資

金の不正流出に関与し、不正流出後の金員についてはＡ元社長の資金需要等のための

管理を担った。まさに、前不正行為等において果たしたＡ元社長の「金庫番」として

の役割を本件不正行為等についても果たしたのであり、その責任は重大である。 

また、上記退社に際しては、自己が使用していた当社のＰＣを持ち出し、返還を求

められても容易に応じず、やっと返還に応じたときには、ＰＣ内のデータを回復でき

ないように、業者に頼んで消去した上で返還するなど、本件不正行為等の証拠の隠滅

行為と思われることを行っており、悪質である。さらに、当委員会のヒアリングの協

力要請にも結局のところ、応じていない。 

自己の利益を図ったのではなく、何十年も仕えたＡ元社長のために行ったもので、

何ら見返りがないのだとしても、責任は決して軽減されるものではない。 

（２）上記に述べた責任の重さからは、法律上は、自己が関与した本件不正行為等によっ

て流出して未だ回復していない当社の損害全額について、Ａ元社長と連帯して（殆ど

はＢ元社長とも連帯の上）、賠償すべき立場にあるものと考える。 

具体的な請求をどのような方法で行うかについては、既に、当社が前不正行為等に

よる損害賠償請求訴訟を提起していることやＤ元監査役の資力等、その他の責任の追
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及等を総合考慮の上、決すべきである。 

（３）Ｄ元監査役の第二部の３（２）記載のＡ元社長に対する貸付金のいわゆる貸倒引当

金の計上時期を誤ったことに関する責任の有無については、計上時期が問題になる時

期においては、もはや上記引当金の計上時期について判断や責任が求められる地位に

なかったのであるから、前記第四部の２（４）記載の①ないし④の事情の認識如何に

関わらず、責任を負うものではないと判断する。 

 

５ Ｃ元取締役の責任 

（１）Ｃ元取締役も、既に述べたように、平成 24 年 1 月 30 日開催の定時株主総会の終結

の時をもって当社の役員を退任した後も、平成 26 年 6 月 13 日まで、当社連結子会社

であるＩＪＴなどの従業員として、当社本社屋及びコールセンターに出勤しており、

第二部の３（１）③⑦⑧各記載の判断に至る認定事実経過等において詳述したとおり、

資金の不正流出について、Ａ元社長への利益供与になることを認識の上、いわば実行

行為を担う形で、それぞれ関与した。前不正行為等の一部にも積極的に関与したこと

に引き続き、本件不正行為等の一部についても資金の不正流出に関与したものであり、

自己が直接の利益を受けたわけではないと思われるものの、その責任は決して軽いも

のではない。 

（２）上記責任からは、自己が関与したＡ元社長への利益供与行為について、未だ回復し

ていない当社の損害全額について、Ａ元社長と連帯して（一部はＢ元社長とも連帯の

上）、法律上は、賠償すべき立場にあるものと考える。 

具体的な請求をどのような方法で行うかについては、既に、当社が前不正行為等に

起因する課徴金の一部相当額の損害賠償請求訴訟を提起していることやＣ元取締役の

資力等（上記訴訟上、資産・資力状況を示す情報についての開示がなされていた。）を

総合考慮の上、決すべきである。 

（３）Ｃ元取締役の第二部の３（２）記載のＡ元社長に対する貸付金のいわゆる貸倒引当

金の計上時期を誤ったことに関する責任の有無については、計上時期が問題になる時

期においては、もはや上記引当金の計上時期について判断や責任が求められる地位に

なかったのであるから、前記第四部の２（４）記載の①ないし④の事情の認識如何に

関わらず、責任を負うものではないと判断する。 

 

６ Ｇ副統轄の責任 

（１）Ｇ副統轄は、本件の調査対象期間に則して言えば、平成 23 年 10 月当時は、当社の

管理統括部副部長で、その後、社長室室長、内部監査室室長、業務管理・経営企画部

部長、業務経理部部長を歴任し、平成 26 年 11 月からは業務経理部副統轄の役職にあ

る。 

また、前不正行為等について第三者調査委員会の調査が大詰めを迎えていた平成 23
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年 10 月の時期は、当社の職員として上記調査に協力する立場にあり、前不正行為等の

具体的詳細についても認識していた。 

さらに、Ｄ元監査役が平成 24 年 1 月 30 日開催の定時株主総会の終結の時をもって

辞任してからは、同人からＡ元社長の資金需要等の具体的内容を聞いて、第二部の２

（２）記載の内容に沿ったメモを作成してＢ元社長に情報提供するなど、Ａ元社長の

資金需要等について知る当社の幹部職員であった。他方、Ｂ元社長が就任して以降の

当社の取締役会に立ち会うなど、当社の経営情報にも触れることのできる立場にあっ

た。 

ちなみに、Ｇ副統轄も、当委員会の聴取の際には、平成 23 年 10 月当時は、代表取

締役就任時から平成 25 年 12 月頃までのＢ元社長と同様、Ａ元社長及びＮ社が保有す

る当社の株式が処分・譲渡されないようにするためには、Ａ元社長の資金需要等に応

じることもやむを得ないと考えていた旨、述べている。 

（２）その上で、第二部の３（１）③記載の厚生貸付を装った資金流出、④記載の賞与の

偽装による資金流出のうち少なくともＧ副統轄に対する分については、それぞれの判

断に至る認定事実経過等に詳述したように、Ｇ副統轄は、Ａ元社長への利益供与にな

ることを認識した上で、積極的に関与しており、責任は免れない。 

また、Ａ元社長の資金需要等に明るく、Ｄ元監査役との接触等から、第二部の３（１）

①②記載の役員報酬の相当部分についてＡ元社長へ利益供与されていたことその他の

本件の資金不正流出についても、自ら積極的に資金の不正流出に関与したわけではな

いものの、薄々はわかっていたといった事情が認められる。 

（３）上記責任や事情からは、全面的に当委員会の調査に協力しており、また、第二部の

３（１）③記載の厚生貸付を装った資金流出のうち、自己名義の厚生貸付については

平成 24 年 10 月の分割弁済時期の到来以来、給与天引により、毎月分割弁済金の限度

で、実質内金弁償が継続されているとは言っても、法律上は、第二部の３（１）③記

載の厚生貸付を装った資金流出及び④記載の賞与の偽装による資金流出のうち少なく

ともＧ副統轄に対する分については、未だ当社への塡補がなされていない分について、

Ａ元社長と連帯して（一部はＢ元社長とも連帯して）、賠償すべき立場にあるものと考

える。 

具体的な請求をどのような方法で行うかについては、Ｇ副統轄の資力、上記内金弁

償が継続されている状況や今後の進退等を総合考慮の上、決すべきである。 

（４）第二部の３（２）記載のＡ元社長に対する貸付金のいわゆる貸倒引当金の計上時期

を誤ったことに関する責任の有無については、Ｇ副統轄は、なるほど財務についても

明るく、取締役会にも立ち会っており、また前記第四部の２（４）記載の①ないし④

の事情についてもＢ元社長と同程度知っていたといった事情は認められるものの、結

局のところ、役員ではないＧ副統轄は、上記引当金の計上時期について判断や責任が

求められる地位にはなかったことから、責任を問うことはできないものと判断する。 
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７ その他の本件の調査対象期間に在任していた取締役・退任監査役の責任 

（１）第二部の３（１）①～⑧の資金の不正流出については、第三部の３（１）で指摘し

たように、おしなべて不正発見に結びつく事実が事情を知っている不正に関与した者

によって、それ以外の役員等に漏れないように隠蔽されていたことから、たまたま本

件不正行為等に結びつく事由を知るに至ったといった事情がない限りは、通常要求さ

れる注意義務を尽くすのみでは、本件不正行為等を認識することはできず、本件の調

査対象期間に在任していた、既に言及した以外の取締役の責任を問うことはできない

と考える。 

（２）第二部の３（２）記載のＡ元社長に対する貸付金のいわゆる貸倒引当金の計上時期

を誤ったことに関する責任の有無については、取締役にあっては具体的職責等から直

接に財務を担当していたわけではなく、また、前記第四部の２（４）記載の①～④の

事情についても十分に認識していたとは言えず（とりわけ③及び④の事情については

知らなかったと判断される。）ことから、責任を問うことはできないものと判断する。 

また、退任監査役については、前記第四部の２（４）②で述べたように、むしろ当

時の監査役会としては登録質の設定がなされていないことの問題点を指摘し、また前

記第四部の２（４）③及び④については知らなかったことから、責任はないものと考

える。 

 

８ 監査法人の責任 

（１）第二部の３（１）記載の資金の不正流出については、第三部の３（１）でも指摘し

たように、第二部の３（１）①～⑧各記載の資金の不正流出については、おしなべて

不正発見に結びつく事実が事情を知っている不正に関与した者によって、それ以外の

役員等に漏れないように隠蔽されており、監査法人がそれ相応の注意義務を果たした

としても防げたものとは言えないから、監査法人の責任を問うことはできないと考え

る。 

（２）第二部の３（２）記載のＡ元社長に対する貸付金のいわゆる貸倒引当金の計上時期

を誤ったことに関する責任の有無については、前記第四部の２（４）記載の①～④の

事情のうち③及び④の事情は知らなかったと認められ、またこの時点においては前記

第二部の３（２）②アｂ記載の代用有価証券としての担保提供の事実も知らなかった

ことから、責任を問うことはできないものと判断する。 

 

９ その他 

本件調査の対象期間には、現任の監査役３名（常勤監査役１名、社外監査役２名）も

在任していることから、本件不正行為等についての責任の有無が問題となり得るが、３

名とも本件調査に積極的に関与（社外監査役２名については、１名が当委員会の調査委
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員長であり、１名が調査委員である。また常勤監査役は当委員会の調査の補助者である。）

していることから、当委員会の調査においては、その責任の有無に言及することを控え

ることとした。 

 

 

第五部 再発防止策 

 

１ 原因の除去 

当委員会は、第三部の原因において、本件不正行為等の原因を分析した際に、「第 1に

Ａ元社長の個人的資質、第 2に同人の資金需要等に加えて、第 3に加担者の上記『考え』

が相俟って、本件不正行為等の実行に及んだと認められる。」と述べた（第三部の２（３）

後の段落）。 

しかしながら、Ａ元社長は、当社の株式については、Ｎ社保有株式も含めて、すべて

を光通信に売却して、今や当社の株主ですらなくなっている。もはやＡ元社長の資金需

要等を今後の不正行為等再発の懸念材料とするには及ばない。 

また、加担者についても、Ｂ元社長、Ｄ元監査役、Ｃ元取締役は既に当社からはいな

くなっている。 

Ｅ前社長もＦ前取締役も役員を辞任し、もっぱら本件不正行為等の真相究明に協力す

る立場において、一従業員として当社に在籍している。 

いわば、既に本件不正行為等の原因となった事由は基本的には除去されている状況に

ある。 

 

２ 提言 

（１）その上で、さらに再発防止策について言及するならば、今後行うべきこととしては、

まずもって、責任追及（民事・刑事の責任追及や進退についての処分等を含む。）をき

ちんと行うということが、当社としての不祥事にしっかりと区切りをつけ、今後当社

の運営を担っていく役職員の遵法意識を高め、当社のコーポレートガバナンス体制を

確立して行く上でも、重要なことである。 

当委員会の調査は第一部の７の末尾でも述べたとおり、極めて限定的な時間のなか

で行われたものであって、遺憾ながら、原因や責任の所在等の分析については、十分

に掘り下げたとまでは言えない。 

それゆえ、原因や責任については、当委員会が第三部や第四部で記載したことを参

考にとどめつつ、さらに意を尽くすことを前提に、然るべき責任追及をきちんと行っ

ていただきたいと考える。 

（２）次に、当社は前不正行為等に関する第三者調査委員会の提言等を踏まえ、社外取締

役や弁護士・公認会計士といった専門職による社外監査役を意識的に役員に登用する
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ようになったが、引き続き、こうした役員登用は継続されるべきである。 

ちなみに、社外取締役は現在、光通信から派遣されているが、光通信はＴＯＢによ

り、今や当社の株式の実に 80%近くを保有する親会社であり、そこから派遣される当社

の取締役は、社外取締役登用の趣旨には沿わないものとなっている。名実ともに社外

と呼べる取締役、しかも取締役の取締役会における議決権の重要性に鑑みると、社外

取締役のうち少なくとも 1 名は、弁護士・公認会計士といった専門職による取締役の

登用を行うのが望ましいと考える。 

（３）その他、第三部の３（３）でも述べたように、当社では、平成 24 年 1 月 30 日開催

の定時株主総会以降、内部監査室の機能強化や内部通報制度の社内徹底、経理事務手

続のチェック体制の強化、フローの適正化なども図られてきた。さらには、監査役・

内部監査室・監査法人との連携協議の場も設けられており、制度的な体制構築はそれ

なりにできあがってきた。 

こうした制度整備により、不十分ながらも、同じく第三部の３（３）で記載したよ

うなチェック事例もあがるようになってきた。 

ただ、他方において、これも第三部の３（３）で指摘したように、出金についての

伝票等に社長承認印が押されていれば、必要な承認手続がとられていなくとも出金を

するといった経理の運用も見られたところである。いくら制度を整備しても、それを

運用するのは人であり、担当者それぞれが法令遵守の意識向上に努めることができる

ような職場環境の整備がなされることが必要である。ここ１年当社においては役員向

けのコンプライアンス研修を繰り返したが、たとえば、管理部門職員一般に対するコ

ンプライアンス研修の定期開催等、必要かつ有効と思われる措置を、適宜、とってい

ただきたい。 

以上 

 


